
令和 6 年度  第 7 回 

理 事 会              
                日時 令和 6 年 11 月 7 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 

会 長 挨 拶      

 
 
 
 
   協 議 事 項         
 １ 令和 6 年度会費減免申請者（追加）について  
  長又常任理事                     
 
 

３ 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について  
 
 
 
 
   報 告 事 項         
 １ 郡市医師会別医師会員数（11 月 1 日現在）ならびに会員異動（10 月

分）について 

  桃木常任理事 

 

 
 ２ 埼玉県救急医療情報県民案内運営状況（令和 6 年 7 月～9 月）について 

  桃木常任理事                 
 
 
 ３ 埼玉県大人の救急電話相談業務運営状況（令和 6 年 7 月～9 月）について 

  桃木常任理事                 



４ 医療事故調査制度の相談事案（9 月分）について  
  松本常任理事                    
    ※件数 0 件  

 
 

５ 医療事故紛争解決事例（9 月分）について  
  松本常任理事                    
  田口理事  
    ※件数 4 件  

 
 
 ６ 令和 6 年度医学生・研修医等をサポートするための会の結果について 

  松山常任理事                  

  松本理事 

     日時：令和 6 年 10 月 13 日（日）10:00～13:00 
     場所：埼玉医科大学  日高キャンパス  保健医療学部  3 階  C305 
 
 
 ７ 令和 6 年度女性医師支援・ドクターバンク連携関東甲信越・東京ブロ

ック会議の結果について 

  松山常任理事                  

  竹並理事 

     日時：令和 6 年 10 月 19 日（土）14:00～16:50 
     場所：シャトレーゼホテル談露館  2 階  山脈  
 
 
 ８ 令和 6 年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の結果について 

  松山常任理事                  

  武正理事 

     日時：令和 6 年 10 月 26 日（土）10:00～17:30 
     場所：ホテル日航福岡  3 階  都久志の間  
 
 
 



 ９ 子育て相談（令和 6 年 10 月分）の報告について  
  長又常任理事  
  風間理事  
    ※件数 1 件  

 
 
 10 関東信越厚生局及び埼玉県による集団指導（医科）の実施について 

  小室常任理事                   関東信越厚生局 

 
 
 11 訪問診療等と訪問看護（医療保険）におけるオンライン資格確認（暗

証番号を用いない資格確認） 

  小室常任理事                  

 
 
 12 令和 6 年度各がんセミナーの開催について 

  登坂常任理事               

     日時：令和 6 年 12 月 7 日（土）14:00～（子宮がん検診ｾﾐﾅｰ）  
〃     16:00～（乳がん検診ｾﾐﾅｰ）  

令和 7 年 1 月 11 日（土）14:00～（肺がん検診ｾﾐﾅｰ）  
              〃     16:00～（肝がんｾﾐﾅｰ）  

令和 7 年 1 月 18 日（土）14:00～（大腸がん検診ｾﾐﾅｰ）  
〃     16:00～（胃がん検診ｾﾐﾅｰ）  

場所：埼玉県県民健康センター  2F 大ホール  
                  （及び WEB 開催）  

 
 
 13 「1 か月児及び 5 歳児健康診査研修会」開催の周知について  
  髙木常任理事                    県保健医療部  
 
 
 14 令和 6 年度産業医傷害保険制度について  
  髙木常任理事                     
 



 15 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について  
 
 
 
 
   そ の 他         
 
 
 
 
 
 

 [ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載）  

１ 「使用上の注意」の改訂について（28 枚）  
 登坂常任理事                     県保健医療部  
 
２ かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について

（204 枚）  
 登坂常任理事                         日医  
 
３ 治験及び製造販売後臨床試験における情報通信機器等により電磁的記

録として収集された情報を用いた有効性及び安全性の評価に関する留

意点について（13 枚）  
 登坂常任理事                     県保健医療部  
 
４ 医薬品等に係る受領文書について（令和 6 年 9 月分）（2 枚）  

 登坂常任理事                         日医  
 
５ ウパダシチニブ水和物製剤の最適使用推進ガイドライン（既存治療で

効果不十分なアトピー性皮膚炎）の一部改正について（35 枚）  
 登坂常任理事                         日医  
 
６ ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン

（尿路上皮癌）の一部改正について（12 枚）  
 登坂常任理事                         日医  



【疾病減免】 1名

郡市医師会名 本会会員区分日医会員区分 氏　名 年　齢 期　間

大宮医師会 Ｂ Ｂ 森　安弘 66 ２期から

【医学部卒後5年間減免】 1名

郡市医師会名 本会会員区分日医会員区分 氏　名 卒業年月 期　間

大宮医師会 Ｂ Ａ②（Ｂ） 田島　諒 Ｒ4.3 １期から

会費減免申請者（追加）

埼玉県医師会会費減免規程第４条の規定に基づく、会費減免申請者

長又常任



 

郡市医師会別医師会員数（令和６年１１月１日現在） 

            ならびに会員異動（１０月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和６年１０月１日～１０月３１日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・  １６０名 
                      入会 ・・・・・・   ６０名 
                      退会 ・・・・・・   ６１名（死亡 ５名） 
                      異動 ・・・・・・   ３９名 
 
 
 
 
 

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 Ａ１ Ａ２B Ｂ Ａ２C C 合　計

浦和医師会 321 120 155 6 38 640

川口市医師会 263 56 163 10 17 509

大宮医師会 291 91 232 17 75 706

川越市医師会 180 40 98 0 0 318

熊谷市医師会 119 28 87 0 12 246

行田市医師会 25 7 23 9 0 64

所沢市医師会 178 67 106 0 0 351

蕨戸田市医師会 112 21 52 8 8 201

北足立郡市医師会 149 45 99 0 16 309

上尾市医師会 90 16 59 0 18 183

朝霞地区医師会 192 44 108 20 14 378

草加八潮医師会 143 19 43 0 12 217

さいたま市与野医師会 70 29 44 28 1 172

入間地区医師会 73 20 41 0 0 134

飯能地区医師会 58 14 45 0 0 117

東入間医師会 126 42 56 0 0 224

坂戸鶴ヶ島医師会 91 25 23 0 0 139

狭山市医師会 59 19 56 0 14 148

比企医師会 112 24 60 1 0 197

秩父郡市医師会 71 28 17 0 0 116

本庄市児玉郡医師会 74 31 40 0 0 145

深谷寄居医師会 94 43 48 7 10 202

北埼玉医師会 73 23 19 4 20 139

南埼玉郡市医師会 138 49 61 0 20 268

越谷市医師会 144 66 231 90 18 549

春日部市医師会 104 41 98 0 11 254

岩槻医師会 49 17 47 0 0 113

北葛北部医師会 39 10 15 0 0 64

吉川松伏医師会 40 5 37 0 0 82

三郷市医師会 58 13 27 0 0 98

埼玉医科大学医師会 4 25 225 4 164 422

防衛医科大学校医師会 1 15 19 1 0 36

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,541 1,093 2,434 205 468 7,741

前月比 -10 -9 -2 12 27 18

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別医師会員数（令和6年11月1日現在）



    埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6・1。・1~令6.1〇31 令和6年11月1日報告 N0.1 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由t

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

6/9/1

浦和医師会

循内 タケイマコト 336-8522 さいたま市緑区大字=室2460 048-873-4111

B

武井眞 さいたま市立病院

6/9/20

浦和医師会

その他の項目 婦 アラカキソウコ 336-0027 さいたま市南区沼影1-17-15 一医)陽向会 048-838-1107 自宅電話
番号

-* A1 新垣総子 ヴラース1F あらかきウイメンズクリーツク

6/10/31

浦和医師会

アレ 小 ハヤカワヒロシ 336-0013 -医)社団 048-864-3951

A1-退会 早川浩 早川医院

6/10/31

浦和医師会

廃業

内

循内 カワシマヒロシ 33B-0017 さいたま市南区南浦和2—18 — 3 04S-887-S221

A1-退会 川島浩 岡崎医院

6/10/31

浦和医師会

医師会の異動 アレ 小 カワマ5リヨウ 336-0918 さいたま市綠区松木3-26 —31 医)社団順伸クリニック 048-874-1133 栃木県医
躰会へ

A1 一退会 川又竜 東浦和メディi!ルプラサ‘3F 松の木こどもクリーック

6/11/1

浦和医師会

小

ナカムラュウコ 336-0918 さいたま市緑区松木3 — 26 — 31 医)社団順伸クリニック 048-874-1133

―A1 中村裕子 盲浦和メディカルプラサ‘3F 松の木一どもクリーック

6/11/|

浦和医師会

外 Sキチ:|]才 330-0063 医)社団S水会 048-799-4011

一 A1

肛

消外 三木誓雄 浦和ガーデンビル5階 プリムローズ在宅クリーック

4/4/1

川口市医師会

幣外 ヨシムラヒデヤ 332-0031 川口市青木1-18-15 医)新青会 048-252-4873

―* B 吉村英哉

6/9/1

川口市医師会

研修 タケムラュキ 333-0833 川口市大字西新井宿180 048-287-2525

一 A2C 竹村優希

6/9/!

川口市医師会

研修 ヤマサ'キソウコ 333-0833 川口市大字西新井宿180 048-287-2525

―A2C 山崎颯子 川口市立医療センター

6/9/1

川口市医師会

研修 サ仆ウナツミ 333-0833 川口市大字西新井宿180 048-287-2525

 ―C 齋藤夏海 川口市立医療センター

6/9/1

川口市医師会

研修 マスダシュウスケ 333-0833 川口市大字西新井宿180 048-287-2525

―A2C 増田秀輔 川口市立医療センター

6/9/3

川口市医師会

産婦 産 仆ウワカナ 333-0846 川口市南前川2-4-20 医)社団紡世会 048-265-5290 文番送付
先変更B

その他の項目 婦 伊藤若奈 かわぐちレデイースクリーツク

6/8/20

大富医師会

内

タシ‘マヒロタカ 33フ-0024 さいたま市見沼区片柳1550 医)財団新生会 048-686-7151

―* B 田島弘隆

6/9/4

大宮医師会

死亡   内消内ナカがワタかン 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5  医） 0570-039-489

A1-退会 中川高志 ソニックシ于ィドル、30 F 大宮シ丁イクリーック

6/9/5

大宮医師会

会員区分変更 内;消内ナカカ’ワリヨウ 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5  医） 0570-039-489

B ― A1 管理者交代 中川良 ・ノニッ々シ干イドル30F 大宮シ丁イクリーック

6/9/30

大宮医師会

医師会の異動 精；神 ヒカ’チカ 330-0叩3 さいたま市大宮区高鼻町1-305 04S-641-2133 浦和医師
 会へ

A1―退会 比嘉千貿 ひがメンタルクリーック

6/10/1

大宮医師会

法人化 産婦 オオノタシン 330-0846 さいたま市大宮区大門町2-118 医）ルミナス 048-783-Z2I8

-A1 大野田晋 3階

6/10/1

大宮医師会

小 コイケヤスノ1J 330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-3 医)社団白報会 048-782-8789

―* B 小池泰敬 大富DOMダイエー大宮店3階

6/10/28

大宮医師会

現住所変更

眼

ワタナへマキ:！ 331-0074 さいたま市西区宝来1722-3 医)桜真会 048-673-0020

-* A1 転居 渡邉真紀子

6/11/1

大宮医師会

廃業B 整外 モリヤスヒロ 330-0852 さいたま市大宮区大成町3-248-1 048-653-6600

A1―B 森安弘 みよ1.ド|レ2F 森整形外科

6/8/31

川越市医師会

退職   内整外マツモトケイセイ 350-1173 川越市安比奈新田283-1 医)真正会 049-232-1313

  B —退会 リハ： 松本啓成 Sヶ関南病院

6/9/1

川越市医師会

現住所変更 循外リハ ネモトヨウコウ 350-1173 川越市安比奈新田283-1 医)真正会 049-232-1313

 ―B 転居  根π洋光 霞ヶ関南病院

6/5/5

川越市医師会

死亡 産婦； 夕か\マナオヒサ 350-1142 川越市藤間72-1 049-242-4636

A1-退会 *浜尚久

6/9/30

川越市医師会

退会 退職

精

ヤコウシンゴ 350-0848 川越市下老袋490 — 9 医)社団松弘会 049-222-8111

  B —退会 谷古宇憤悟 トワー・ム小江戸病院

6/9/30

川越市医師会

退職 内：腎内クロキゴロウ 350-1175 川越市笠幡3724-6 医)社団誠弘会 049-231-1552

  B -退会 黒木悟郎

6/10/7

川越市医師会

皮

タカハマヒテ・ト 350-1142 川越市藤間72-1 049-242-4636

-* A2B 高濱英人



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6,10.1~令6.10.31 令和6年11月1日報告No.2 日本医師云用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

6/9/30

熊谷市医師会

小

アかンカシ’;!ンヤ 360-0013 熊谷市中西4一5—1 社医） 048-521-0065

B —退会 赤塚淳弥

6/9/30

熊谷市医師会

退会 循内： ツネオカヒデカス‘ 360-0013 熊谷市中西4一 5— 1 社医） 048-521-0065

  B —退会 常岡秀和

6/10/1

熊谷市医師会

産婦：産 ナカヤ7マサヨシ 360-0037 一医)うぶごX・会 048-527-1122

A1―A2B 庚芙

婦

中山政美 干ィアラ21ビル504号 了ィアフ21女性クリーック

6/8/1

行田市医師会

カワシマケンシ・ 361-0056 行田市持田376 医)壮幸会 048-552-1111

―A2B 転居 川嶋賢司

6/10/1

行田市医師会

異動 廃業 内：消内オカダカス’マサ 361-0001 行田市大字北河原・102— 1 -医） 048-557-2311

A1A2B リウ；外 岡田多雅 行田岡田医院

6/10/1

行田市医師会

異動  内；消A オカダカナ 361-0001 行田市大字北河原102— 1 -医） 048-557-2311

 ―* β 岡田佳奈 行田岡田医院

6/8/12

所沢市医師会

氏名変更 転居 眼 ヒラノフミカ 359-1161 所沢市狭山ケ丘1-2993-5 04-2947-4382

―A2B 現住所変更 平野郁圭 雜山ケ斤メディカルガーデン2F

6/9/13

所沢市医師会

異動 休案 ヨシオiマサナオ 359-0047 所沢市花園2 — 2351—18 -医） 04-2942-3116

―A1 呼W i 吉岡賢尚 吉岡クリーック

6/9/26

所沢市医師会

異動 外・ウナカ’コ 359-1116 所沢市東町22-3 04-2922-2210 施設FAX
番号変更

A1 工藤永子

6/9/26

所沢市医師会

内;消内外‘ウヤスヒロ 359-1116 所沢市東町22-3
04-2922-2210 施設FAX

番号変更
―A2B 工藤裕弘

6/9/27

所沢市医師会

異勤 BS投所在地変更

眼

タカノミチコ 359-1143 埼玉県所沢市宮本町2-22-25 04-2929-5670

―A1 移転 高野倫子 角田ドル2階

6 ハ 0/1

蕨戸田市医師会

  内：アレ ショウノブヒロ 335-0004 蕨市中央5-12-21 医)財団荘仁会 048マ432-2418

A2B ― A1 管理看交代 リウ 荘信博

6/10/1 ショウノブハル 335-0004 医)財団荘仁会 048-432-2413

A1―A2B 管理者交代

6/8/4

北足立郡市医師会

アレ:小 シミス’Wシ 365-0044 鴻巣市滝馬室943-2 -医） 048-540-6360

―A1 清水浩

6/9/1

北足立郡市医師会

異勤 退職

外

タカオカヨシ□ウ 365-0027 鴻巣市上谷664-1 医)社団浩蓉会 048-5^11-2800

高岡淑郎

6/10/1

北足立郡市医師会

入会   内腎内ワタナへ・セイシ 365-0027 鴻巣市上谷2073番地1 医)社団鴻愛会 048-541-1131

 ―B

6/10/1

北足立郡市医師会

研修 I力'ワユキコ 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

-c 江川由希子

6/10/1

北足立郡市医師会

研修 オソンチヨン 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

 ―C 呉聖泉

6/10/!

北足立郡市医師会

研修 *セヨシカス’ 364-8501 北本市荒井6 一100 学校法人北里研究所 048-593-1212

 ―c 加瀬禄一

6/10/1

北足立郡市医師会

入会 研修 カミヤシンサク 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

 ―c 神矢晋作

6/10/1

北足立郡市医師会

入会 研修 カミヤトモヒロ 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

c 神谷知宏

6/10/1

北足立郡市医師会

研修： キタカ‘ワモエ 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

―* C 北川萌

6/10/1

北足立郡市医師会

研修 キノシタミヤビ 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

 ―C 木下雅

6 ハ 0/1

北足立郡市医師会

入会 クホー叶 364-8501 北本市荒井6-100 学校法人北里研究所 048-593-1212

-* c 久保璃奈

6/10/31

北足立郡市医師会

退会   内循内イゲチタカフミ 365-0027 鴻巣市上谷2073番地| 医)社団鴻愛会 048-541-1131

  B 一退会 井口貴文

6/9/20

上尾市医師会

異動

A1

施K所在地変更 形外：眼 イシカワユ灼 362-00相 上尾市壱丁目北29番地14 医)社団博陽会 0^8-729-6257

石川悠 アリオ上尾2階

6/9/20

上尾市医師会

異動

コA1
ツナシマソウスケ 362-0033 上尾市栄町15 — 32 医)社団宗仁会 048-771-4686 開設者就

任
綱島宗介



医師会々員入会・退会異動報告書
令6.t〇.l ~ 令6.10-幻 住

所

令和6洋り月1日報告
医 療

Ho-3

機 間

日 鍵瓦・し|||!トト霧包
変更事由5
・・途.林®!

.姜員醒
6/9/21|

I現住所変更・

6/9/211

卜匡布医師考.

卜昆市医

上尾市麺捷一

朝霞地g医飾会

朝霞地区医師会

朝霞地区医師会

朝霞地区医師会

朗餞地区医師会

朝露地区医師会

A2B力轉̂轉$一
A11轉驗一 ,

age示

   一- , ., S刺1会員区分芦拜..
6バー.―ち・・・・・・・狐

B」寇瞬夷..
A2B Iそ一把・

A1

A1

A1

6/11/1

6/11/1

6川川

6/1V1I

6/H/1

6/U/|'

入会
A2C

て会一
A2C 一

A2C

―入会一

_入会：
'X2C一

_入会：

了会一
・・ニ A2C一

・X§—

C

了会；
】会互一[退職

1B 一tーー̂・
入会

A2B一

了会—_

草加一/更

  さい碎市一̂!^J

岬爲呼区医師室一

朝霞地̂

亨)in八一潮医師t

革加/'<潮医延皇・

6/7/31

6/9/1

6/10/1

6/9/301 .....驗...ひ
A2S ―

・異勤

さい̂^|ハ
6/10/M

施設所在ゆ芦.
t括 K ーー

更動—
・-A2BjS^-

.A1

勘一
一 A1

如ハ〇!.......M

  6/7/3^...... . ...枝
M 二一

s/a/ii.

飾能地区医岡皇

東入間医班皇

退会..1^.

診療科目

-・・豆

 ・K

剛.

i研修

氏 名

サ仆ウコウイ?'
Wfc.""
竹シタSス‘と7
竹下和秀

トヤマ付t于‘才
し山中秀峰'
的ムうt??
村英夫

,'オオモ1)tデオ
f*大森英生’'
ェダユウサウ
江田悠作'
1竹？モネ
[一疼久間萌音
セキサ・つカウ£卜

,'間多克t
りハシショウ？

一-，将真
'八キ.ワラni
fーー萩原明日昏
ヤマモ|・イツキ
山本樹
3コスカユウナ
顧録

フル*ワ(・シ々"
古川一俊憲

-28-12
郵便番号

362-卯47巧璋革県よ厚一項令惠と
331SSjS-efr;¢
邪2・・0M8 場2鼻上尾市!卵-!;：4

362-〇〇42 よ・尾市每渾;?.二曼:?2S-

35?_-0)~15_

351-0102 均.我帝蒸|^ -.1

35いcn〇2 f利其帝諏訪2二上

加咄似J和光申誘敦?.：
  ) 

351~0102_ 1却,其¢.戰訪,?二.1.

35卜<3叩{・和光市®誘?：

351^0102 和光TST聚訪名二;!.

35?;0102寸和赫離?・：

加・・o.把4知.赫釀2-!

35W))D2 I和光7P薄&52・-.1,
マツ吋、..

  SS 叫脚・5

一

 ，内

9ムラトそユキ
0初知冬
シキハ・セイヤ
或‘驗
ワヶ1ィィテ

ィイヅ)]ケンシ.〇ウ
醒極秘
ォガモトマサヒd

gi本，大
り夕十へ’ iiスオ
 鎖ゴ

触Iヤマm?5.ク.
會内1ー・組キ

獲幽
95'セイキ

極*極
番外Pヤナキ:吻

上小ー・【
W.Iニシヤ遽
離

蚤・'義奏
若・河兵

5140-0011 | 箪加¢孝用・3 —3— g4

IWO^OM1埼革辱草卯市松原2.-.1.夕.
  I  | SA[Y(J 5th VILLAGE 3 階
!l38-00!3 埼£県$い;|・ご李¢中衰辱錦脊8-SHS-J
  {338^73~ ~ 63 3

中夫区上>.含ヒ1・.1.^
   !アスウ新都心ピル2B 

巧3a-oooiさい・ft;李¢中央E上S令.?.二丁$.ご2〇
  I 了みラール!‘
ほ58-0⑺4 pk間市甚寺.?.が.?.

Hss-oo)1'埼馳入跡・下.醇ス-1<-5

0i. 37-2"

ゼ.+・\間郡与芳町私永.奸辟フニ巨
'[入間郡妄芳町共永秤,997 — 5

t356-0005 1ふじみ.野市.箱?二:!.二1.1

面
上尾キッズクリニック
琴> 健遇会
山中内科クリニッ交一

I河村クリニック

’天義X鼻函|磨料
独行法)国立病院楼構
境玉病院
独行法)国立病院機棟
埼玉病院
独行法)国立病院機構
  埼玉満院一
独行法〉国立病院機構
埼玉病院
独行法〉国立病院機構
埼玉病降
独行法〉国立病院楼槙
埼玉病院
独行法〉国立病院植構
埼$病院
独行法)国立病院拔構
埼玉病院
独行法)国立病院機構
埼玉病院
医)社団協友会
八潮中央総合病院
医)社団式場会
式場クリニック

降，ゾ父・ゲJ・三・ッ・ゲ草如松療
[7一医)社団
t飯塚医院
h養〉,策久会
i南与野たにかわ喝翌一

uナわき茸鼻咽喉科クリニック
I-医)泉仁会
!ハー-トクリニック
し医フー晃会
(/!'林核 R?c
[~一医)社団算和会
!武蔵藤沢セントラルクリニック
医)靖和会
飯能靖和病院
医)社団晃悠会
/ふじみの救急病院
衝極夏挺会
 αじみの数¢.病院

一̂-医）
内科小児科石川医院

日本医一星
電話番今....1確考

  hx番免
048-725-6934

048-フ 8〇-'9 ぜ
〇43-^〇̂〇§し
〒48-_7^巧̂T.
・石相-フWtIH
O48-775-905

'048-775-1776一̂. 晶

I 048-467-331^ I
Q48''462-ll〇1
以-ぷ川38一

Q48-462-11〇l.
'n4ft-4S4-H3^

で4s-m-uf
04R-464-1138

048-4627. V 9.^-
n^-4g4-U33 一
〇̂S-462-U〇l.
Aふ-^4-い郎一

048-相2…、？・\・
rjAfl-464-^3S一

043-做，いm
riaB-464-1138一

04 今-462-1)戸..

0-18-462-1101
ndR-464-1l3S

048-936:リ？.)..
iua-997-2135^

・o^s^Si-^To
.泌-^|36 巧J2>
048-934-5608
nilR-834-56Q9一

巧48-W2
  〇 4 652-3455一̂

・̂^SosoTgS^®
O4^85^8〇SL'^K
048-351-133$
njfl-a5i~'335一

〇48-S51-”31
'nZa-S51-6^2一

04-293^7512}
| 04^293423051
04-2S。1-把や・.
〇4^29〇ij5ill
042-97A-2311
'nd?-974-2316.

049-274-7666.
nd9-274-7665一

初-274:f品.
049221
049-261

04^261-0^°



   埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書^.10,1~令6.W.3! 令和6年  11月1日報告N。.4 日本医師会用

年月日 変更区分

会A種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

是6舌番*7

FAX番号
備考

6/9/18 退会

  B 一退会

死亡 354-0041

橋本喜光

6/12/1 異勤 会員区分変更 外:消外イサカナオヒ7 354-0D18    富士見市西みずほ台2—9 一 5 医)橘会 049-252-5121

049-255-2179"
井坂直秀

6/12/1
一医)社団明光会 049-251-0722

管理者交代

6/12/1
一医)社団明光会

管理者交代 鈴木光雄

6/10/1 異勤 施扱開某 350-0215

会員区分変更 皆川晃伸

6/9/1 入会
350-1308 医)社団誠至会 04-2957-9111

04-2959-9976
今紀子

6/7/31
一医)霞会

医師会へ

  B ―退会

6/7/31 退会

  B 退会

その他 350-0302 比企郡鳩山町大字大橋宇愛宕1066 医)眞美会

行徳求馬

6/10/31 退会

  A1 退会

350-0158 医)啓仁会

049-297-87相
アレ; 井上大輔

6/6/1
―医)社団埼西会

-A1 他

6/9/1 入会

―A2B

内'糠内マッモトアイコ 368-0034    秩父市日野田町2-2 — 30 医)社団慈正会
6494-22-3417

松本愛子

6/7/31 退会

A1 一退会

退瞰 367-0061 医)福島会 0495-2 卜⑴ 11

ェse刻太郎

6/10/9 入会
367-0061 本庄市小島5 — 医)4s島会 0495-21-0111

0495-21-7725"
北尾淑惠

6/10/1
366-0811 医)好文会 048-574-8777

田中竜平

6/10/1 異勤 現住所変更 349-1212 医)幸友会
0280-62-5581'  S更

転居

 H
・ 秋谷行宏

6/10/1 異動 トリヤヘーマサフミ 347-0016 埼玉県加須市花崎北1-16-7 医)社団真誠の樹
0480-31-8003

移転 島谷部真史

6/10/1 入会 イノウェダイスケ 348-0046    埼玉県羽生市中岩瀬323-1
048-598-8733

アレ; 井上大輔

6/10/10 退会

  A1 ―退会

死亡 ウ/サーワ*ス"マサ 347-0067 加須市向【11岸町4 一 6
0480-61-003フ

0480-62-1941
梅澤和正

6/9/1 入会

  ―B

340-0303 医)二和会
0480-58-9586"

整外消外出口善純

6/9/30 退会 退職 ソウイタかン 349-0123    蓮田市本町3—17 医)社団愛友会
048-764-1717

簞井孝S 蓮田一心会病院

6/9/3O- 退会

  B -*退会

退職 ササキキヨウコ 349-0111 蓮田市東6—3—8 医)社団桃李会
048 刃&9-0003

佐々木恭子

6/9/30 退職 脳外： カゲヤマヒロシ 346-8530 医)社団埼玉巨樹のX? 0480-26^0033

  B ―退会
新久算総合病院 0480-44-8026

6/9/30 退会

  B ―退会

その他 346-8530 医)社団埼玉巨樹の会
0486-44-8026 め

佐竹光夫

6/10/1 入会 スス‘キリヨウ 346-0016    久喜市久喜東1 一2 — 5 医)社団爽緑会
6480-44-9179

鈴木¢?; 東山ド|レ3F-A

6/10/ 異動
346-0011 医)社団二世会

0480-53-8202
大徳聖哲 く奔球裕館1階

6/10 ハ 会員区分変更
0480-91-0330

新井理水

6/10/

南埼玉郡市医師会

入会

   一 B

ノダカス‘マサ 346-8530    久暮市上早見418 —1 医)社団埼玉巨樹の®: 0430^26"・0033

0480-44-8026
野田和雅
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    埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6・10」~令6.1〇・31 令和6年11月1日報告No.6 日本医師会用

年月日 変更区分

会眞種別

変更事由1

変更專由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

6/10/1 入会

-* B

イシカワケンシ’ 343-0041 越谷市千間台西2—12 — 8 医)社団大和会 048-978-0033

消外i 石川健二 慶和痛院

6/9/30 退会

  B 一退会

退職 マェダヒロキ 344-0063 春日部市緑町6— 11 一48 医)光仁会 048-736-1155

前田鉱希

6/10/|

$日部市ggjfj会

ミョスグル 344-0063 春日部市緑町S—11 一48 医)光仁会 O48-73B-1155

二代賢

6/10/3

$日始

オオワダ*ス’ヒロ 344-0067 埼玉県春日部市中央2-17-10-201 一医)社団博牌会 048-760-2220 診療科目
追加

―A1 その他の項目 大和田一博

6/10/3 異動 オオワダュミ 344-0067 埼玉県春日部市中央2-I7H0-2O1 一医)社団博藤会 048-760-2220 診療科目

 ―B その他の項目 大和田結実

6/10/7 異動

―A1
現住所変更 内：消内キダサトシ 344-0067 春日部市中央1一11 一4 048-763-0183

木田聡 清¢ビル1階

6/9/24

岩槻医師会

339-B521 さいたま市岩槻区本町2—10-5 医)慈正会 048-?57-3511

A2B ― B 新井真悟

6/9/24

岩網疾師余

イりサキヒテ‘キ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10-5 医）慈正会 048-757-3511

A2B ― B 岩崎秀樹

6/9/24 異動

A2B ' B

会員区分変更 マルヤママサフミ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10-5 医)慈正会 048-757-3511

丸山正詩

6/9/24

戲絵

イ+/\・ 7ケミ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10一5 医）慈正会 048-757-3511

A2B ― B 稲葉明美

6/9/24

岩槻医師会

異動 ムロノソノエツオ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10-5 医)慈正会 048-757-3511

A2B -* B 室之園悦雄

6/9/24

岩抽匿師会

スキ・ウラショウイ于ロウ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-1〇-5 医)慈正会 048-757-3511

A2B ― B

6/9/24

岩槻医師会

339-8521 医)慈正会 048-757-3511

A2B ― B 廣川詠子

6/9/24

岩槻医師会

キムラシケー3シ 339-8521 さいナ-ま市岩槻区本町2-10-5 医)慈正会 043-757-3511

A2B ― B 木村重吉

6/9/24

岩師会

マIダアキオ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10-5 医)慈正会 048-757-3511

A2B -* B 前田章雄

6/9/24

岩槻医@会

339-8521 医)慈正会 048-757-3511

A2B 一 B 福島嗣郎

6/9/27

岩槻医師会

339-0061 医)星和会 048-757-8100

  B ―退会 星本幸男

6/10/31

岩槻医師会

退会

A2B '―退会

退職 リハ ヤマグナリ 339-8521 さいたま市岩槻区本町2-10-5 医）慈正会 048-757-3511

048-756-6061山田成

6/9/10

北M北・¢¢医6¢会

退会

  A1 '退会

死亡 ゴマツアキ 340-0113 幸手市大字幸手181-2
0480-43-8985

呉松晃

6/3/31

=郷市医師会

退会

A1―退会

廃業 才tイマサミ 341-0035 =郷市鷹野3-270-1
048-955-8191

048-955-8199
尾内雅美

6/3/31

=郷?（7医師会

£ナミタ-マサコ 341-0035 048-955-8191

A2B ―退会 南谷雅子

6/3/31

=網{市ggjfi会

コモダサトシ 341-0035 =郷市®野3-270-1
048-955-8191

A2B ―退会 311田哲

6/3/31 退会

  B 一 退会

退職 ナカムラキミノリ 341-8550 =郷市新=郷ららシティ3-卜1 一医)社団一葉会 048-950-1060

048-950-1061
中村公則 ぽ一と新=®2階21800

6/9/20

埼玉医科大学医師会

異動 その他の項目 ヤマウチトシオ 350-0495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38
049-276-2107

049-294-8222"
山内俊雄

6/9/30

埼玉医科大学医師会

退会

  B 一退会

医師会の異動 コカ’シゲル 3500495 入間郡毛呂山町毛呂本郷38
049-276-2107

049-294-8222

東牙、都医
・師会へ

古賀成



１　総案内件数 38,315件

２　診療科目別案内件数（上位５科目）

順位 １ ２ ３ ４ ５

診療科目 小児科 内科 脳神経外科 整形外科 外科

案内件数 8,294 8,179 3,301 3,210 2,248

案内比率 21.6% 21.3% 8.6% 8.4% 5.9%

３　曜日別案内件数

（１）　月曜日から金曜日 １日平均 358.3件

（２）　土曜日 １日平均 489.8件

（３）　日曜日 １日平均 638.3件

４　時間帯別案内件数

8.9%

8.2%

５　地域別案内件数（上位５市町村）

順位 １ ２ ３ ４ ５

市町村名 さいたま市 川口市 所沢市 川越市 越谷市

案内件数 6,778 3,285 1,326 1,323 1,259

案内比率 17.7% 8.6% 3.5% 3.5% 3.3%

６　累計件数

38,315件

30,883件

　前年度対比 7,432

ＡＩ相談件数 7,724 件

ＡＩからの案内件数 24 件

埼玉県救急医療情報県民案内運営状況

一番多い時間帯は19：00～19：59で、全体の

次に多い時間帯は20：00～20：59で、全体の

令和6年7月1日～9月30日の累計件数は

令和5年7月1日～9月30日の累計件数は

令和6年7月 ～ 令和6年9月

桃木常任



（集計表）

診療科目別案内件数

順位 ｺｰド 診療科目 午前 午後 計

1 07 小児科 2,334 5,960 8,294

2 01 内科 3,173 5,006 8,179

3 13 脳神経外科 1,262 2,039 3,301

4 14 整形外科 944 2,266 3,210

5 09 外科 514 1,734 2,248

6 18 耳鼻咽喉科 437 496 933

7 24 皮膚科 425 303 728

8 15 形成外科 218 420 638

9 23 泌尿器科 160 285 445

10 19 眼科 173 163 336

11 02 消化器科 124 188 312

12 05 循環器科 110 166 276

13 20 産婦人科 50 78 128

14 06 呼吸器科 64 54 118

15 22 婦人科 49 55 104

16 03 胃腸科 28 56 84

17 10 小児外科 26 38 64

18 08 神経内科 22 13 35

19 04 肛門科 21 13 34

20 11 呼吸器外科 1 4 5

21 21 産科 1 3 4

22 12 心臓血管外科 2 1 3

23 16 口腔外科 0 2 2

24 17 救急科 0 0 0

25 25 精神科 0 0 0

26 26 麻酔科 0 0 0

27 27 人工透析 0 0 0

28 28 歯科 34 77 111

29 29 医療相談 0 0 0

30 30 その他 3,075 5,648 8,723

　合　　　計 13,247 25,068 38,315

令和６年９月から集計時間等が変更になりました

　　　　集計時間：9：00－9：00から0：00－0：00

　　　　時間区分：日勤・夜勤から午前・午後

　午前　0：00から12：00まで　　　午後　12：00から0：00まで

上記の診療科目別案内件数　7～８月分は下記時間帯での集計結果となっています

午前：従来の日勤 9：00－17：00　　午後：従来の夜勤 17：00から9：00



単位：件

コード 科目 近隣なし 合計 ※案内件数 発生比率

０１ 内科 45 45 8,179 0.5%

０２ 消化器科 8 8 312 2.5%

０３ 胃腸科 4                 4                 84 4.5%

０４ 肛門科 1 1 34 2.9%

０５ 循環器科 7 7 276 2.5%

０６ 呼吸器科 4 4 118 3.3%

０７ 小児科 59 59 8,294 0.7%

０８ 神経内科 1 1 35 2.8%

０９ 外科 8 8 2,248 0.4%

１０ 小児外科 2 2 64 3.0%

１１ 呼吸器外科 -                 -                 5 0.0%

１２ 心臓血管外科 -                 -                 3 0.0%

１３ 脳神経外科 30 30 3,301 0.9%

１４ 整形外科 67 67 3,210 2.0%

１５ 形成外科 25 25 638 3.8%

１６ 口腔外科 26 26 2 92.9%

１７ 救急科 -                 -                 -                 -

１８ 耳鼻咽喉科 337 337 933 26.5%

１９ 眼科 218 218 336 39.4%

２０ 産婦人科 2 2 128 1.5%

２１ 産科 -                 -                 4 0.0%

２２ 婦人科 4 4 104 3.7%

２３ 泌尿器科 59 59 445 11.7%

県民案内における案内できなかった件数等

令和6年7月～9月



コード 科目 近隣なし 合計 ※案内件数 発生比率

２４ 皮膚科 64 64 728 8.1%

２５ 精神科 4                 4                 -                 100.0%

２６ 麻酔科 -                 -                 -                 -

２９ 人工透析 -                 -                 -                 -

３０ 歯科 -                 -                 111              0.0%

３１ 医療相談 -                 -                 -                 -

３１ その他 -                 -                 8,723 -

975 975 38,315 2.5%

※各科目の案内件数には、近隣なし等の件数は含まれていません。

1 耳鼻科 337

2 眼科 218

3 整形外科 67

4 皮膚科 64

5 泌尿器科 59

5 小児科 59

その他 171

合計

診療科目別発生件数

耳鼻科
35%

眼科
22%

整形外科
7%

皮膚科
7%

泌尿器科
6%

小児科
6%

その他
17%



（１）曜日及び時間帯別相談件数

月 水 金 土
祝日

年末年始
総合計

10 13 13 13 5 92

171 220 213 226 109 1,629

152 149 176 217 93 1,376

119 164 159 143 71 1,151

109 139 122 140 60 973

104 132 124 126 52 952

107 138 132 169 60 1,065

126 189 191 233 119 1,498

177 219 222 246 144 1,777

163 235 213 282 207 2,002

252 302 270 313 273 2,465

165 213 207 276 217 2,014

173 218 191 233 201 1,818

152 203 165 256 190 1,806

155 228 198 310 198 1,941

148 216 184 342 176 1,839

144 206 201 328 194 1,881

171 240 170 346 195 1,976

198 255 223 397 197 2,245

288 371 368 467 219 2,982

353 447 440 489 230 3,314

370 457 446 492 205 3,352

330 421 426 443 191 3,073

243 334 310 374 158 2,465

215 243 275 301 114 1,928

4,585 5,939 5,626 7,149 3,873 47,522

458.5 456.8 432.8 549.9 774.6 516.5

（２）年齢別・男女別相談件数

年齢 20-29 40-49 60-69 不明 男女比

男 2,789 2,545 2,143 333 41.6%

女 4,272 3,600 2,383 374 57.2%

不明 8 3 2 472 1.2%

合計 7,069 6,148 4,528 1,179 100.0%

構成比 14.9% 12.9% 9.5% 2.5%

（３）地域別相談件数（上位10市町村）

2 4 6 8 10

市町村名 川口市 越谷市 春日部市 上尾市 熊谷市

件数 4,930 2,330 1,854 1,391 953

比率 10.4% 4.9% 3.9% 2.9% 2.0%

（４）緊急度評価別件数 （５）医師の助言件数

件数 比率

9,323 0.00%

9,401 0.00%

15,193 100.00%

4,975 100.0%

1,228

7,402 7,724件

47,522 60件

その他 15.6% AI電話相談件数

合計 100.0% ＡＩ電話相談後の大人の救急電話相談

翌日受診 10.5% 合計 47,522

家庭での対応可能 2.6%

1時間以内緊急受診 19.8% コールセンター医師 0

6時間以内受診 32.0% 助言なし 47,522

緊急度評価 比率 件数

救急車対応要請 19.6% オンコール医師 0

10,350 2,530 1,934 1,550 968

21.8% 5.3% 4.1% 3.3% 2.0%

1 3 5 7 9

さいたま市 川越市 所沢市 草加市 新座市

1,993 6,436 7,638 12,531 47,522

4.2% 13.5% 16.1% 26.4% 100.0%

931 3,796 4,243 7,587 27,186

76 2 1 6 570

20歳未満 30-39 50-59 70歳以上 合計

986 2,638 3,394 4,938 19,766

合計 6,054 6,053 28,257 8,243

平均件数/1日 465.7 465.6 455.8 686.9

7:00～7:59 243 229 1,090 297

8:00～8:59 248 247 1,106 407

5:00～5:59 155 146 678 158

6:00～6:59 194 216 916 230

3:00～3:59 137 133 640 133

4:00～4:59 131 142 633 141

1:00～1:59 188 191 856 210

2:00～2:59 167 148 757 180

23:00～23:59 263 249 1,245 268

0:00～0:59 232 220 1,056 238

21:00～21:59 434 418 2,029 410

22:00～22:59 360 339 1,586 347

19:00～19:59 445 425 2,110 485

20:00～20:59 457 449 2,179 476

17:00～17:59 271 255 1,202 449

18:00～18:59 376 426 1,829 467

15:00～15:59 203 202 956 403

16:00～16:59 214 217 1,012 423

13:00～13:59 207 231 1,019 414

14:00～14:59 197 198 943 378

11:00～11:59 213 201 996 388

12:00～12:59 218 234 972 388

9:00～9:59 275 291 1,390 489

10:00～10:59 226 246 1,057 464

埼玉県大人の救急電話相談業務運営状況　令和6年7月～令和6年9月

曜日 火 木
平日
合計

日

日数 13 13 62 12

桃木常任



（６）相談内容別件数（プロトコル名）

プロトコル名 件数 比率 プロトコル名 件数 比率 プロトコル名 件数 比率 プロトコル名 件数 比率

発熱 5,196 10.93% 意識がおかしい 558 1.17% 耳痛（耳漏） 203 0.43% 多尿・頻尿 56 0.12%

腹痛 3,639 7.66% 高血圧 530 1.12% ぜんそくの発作 178 0.37%
耳の外傷・耳の異
物

55 0.12%

めまい・ふらつき 2,154 4.53%
口の中や歯の問
題

466 0.98%
性器・泌尿器（男
性）

177 0.37% 頸部・背部の外傷 54 0.11%

頭痛 1,762 3.71%
足首から先の問
題

446 0.94% 失神 159 0.33% 乳房痛 50 0.11%

吐き気・吐いた 1,656 3.48% 吐血・下血・血便 436 0.92%
呼吸がゼーゼー
する

148 0.31%
ガス吸入・液体誤
嚥（気管に入った
場合）

50 0.11%

息が苦しい 1,487 3.13% 背中が痛い 411 0.86% 排尿時痛 136 0.29% 直腸内異物 41 0.09%

風邪をひいた 1,406 2.96% 不眠 390 0.82% かゆみ 135 0.28%
コンタクトレンズ関
連

34 0.07%

熱中症 1,366 2.87% 裂傷 389 0.82% 「うつ」の訴え 124 0.26% しゃっくり 33 0.07%

胸が痛い 1,076 2.26% やけど 377 0.79% 眼のけが 105 0.22% 穿通性損傷 32 0.07%

のどが痛い 1,048 2.21%
くびが痛い・肩が
痛い

356 0.75% 墜落・転落 98 0.21% 低体温 14 0.03%

動悸 998 2.10% 便秘 335 0.70% けいれん 91 0.19% 鼻腔内異物 6 0.01%

しびれ（感覚異
常）・麻痺

950 2.00% 打撲 296 0.62% 胸焼け 91 0.19% 膣内異物 4 0.01%

頭のけが 917 1.93% 尿が出にくい 286 0.60%
創傷感染・外傷後
の感染

89 0.19%
外傷および熱傷
の応急処置

1 0.00%

腰痛 895 1.88% 鼻のけが・鼻血 274 0.58% 難聴 84 0.18% しらみ 0 0.00%

足（太もものつけ
根から足首）の問
題

852 1.79% 不安・恐怖 250 0.53% 眼内異物 83 0.17% その他 7,134 15.01%

咬まれた・刺され
た

800 1.68% 出血 240 0.51% 過喚気 80 0.17% 合計 47,522 100.0%

手足・顔面のけが 781 1.64% 尿の色の異常 231 0.49% 耳鳴り 69 0.15%

発疹 770 1.62% アレルギー 227 0.48%
何か液体を飲ん
だ

68 0.14%

手や腕の問題 709 1.49% ろれつが回らない 221 0.47% 魚骨咽頭異物 68 0.14%

下痢 614 1.29% 膣からの出血 210 0.44%
胸やおなかをぶ
つけた・胸やおな
かに刺さった

67 0.14%

眼科関連 588 1.24%
薬をたくさん飲ん
だ・間違った薬を
飲んだ

210 0.44% 食中毒 61 0.13%

動けない 578 1.22%
何か固形物を飲
み込んだ

206 0.43% 皮膚異物 57 0.12%



順位
市町村
コード名

市町村名 件数 順位
市町村
コード名

区名 件数

1 100 さいたま市 10,350 1 109 さいたま市緑区 1,449
2 203 川口市 4,930 2 104 さいたま市見沼区 1,255
3 201 川越市 2,530 3 107 さいたま市浦和区 1,249
4 222 越谷市 2,330 4 108 さいたま市南区 1,188
5 208 所沢市 1,934 5 102 さいたま市北区 1,079
6 214 春日部市 1,854 6 103 さいたま市大宮区 987
7 221 草加市 1,550 7 101 さいたま市西区 892
8 219 上尾市 1,391 8 105 さいたま市中央区 846
9 230 新座市 968 9 110 さいたま市岩槻区 792

10 202 熊谷市 953 10 106 さいたま市桜区 613
11 225 入間市 914 合計 10,350
12 215 狭山市 900
13 227 朝霞市 828
14 224 戸田市 818
15 232 久喜市 656
16 218 深谷市 612
17 235 富士見市 556
18 234 八潮市 554
18 243 吉川市 554
20 217 鴻巣市 548
21 237 三郷市 545
22 212 東松山市 534
23 245 ふじみ野市 523
24 223 蕨市 477
25 231 桶川市 474
26 228 志木市 452
27 210 加須市 430
28 239 坂戸市 420
29 233 北本市 406
30 229 和光市 393
31 209 飯能市 350
32 241 鶴ヶ島市 346
33 238 蓮田市 340
34 240 幸手市 336
35 206 行田市 288
36 207 秩父市 282
37 211 本庄市 264
38 246 白岡市 263
39 464 杉戸町 248
40 242 日高市 222
41 301 伊奈町 218
42 442 宮代町 197
43 343 小川町 146
44 324 三芳町 139
45 326 毛呂山町 138
46 216 羽生市 133
47 408 寄居町 118
48 341 滑川町 109
49 465 松伏町 107
50 385 上里町 98
51 346 川島町 90
52 342 嵐山町 83
53 347 吉見町 79
54 348 鳩山町 66
55 349 ときがわ町 46
56 327 越生町 41
57 383 神川町 35
58 381 美里町 21
59 363 長瀞町 19
60 362 皆野町 17
60 365 小鹿野町 17
62 361 横瀬町 15
63 369 東秩父村 9

600 その他 1,513
500 県外 745

合計 47,522

地域別相談件数順位表　令和6年7月～令和6年9月 さいたま市順位表　令和6年7月～令和6年9月



                   
令和６年度 

医学生、研修医等をサポートするための会 
 

次     第  

 
日時：令和６年 10 月 1３日（日）午前 10 時～午後 1 時 

場所：埼玉医科大学日高キャンパス保健医療学部 3 階 C30５ 

日高市山根１３９７－１ 

 

司会・進行  埼玉県医師会 理事 竹並 麗  

 

（１０:００～） 

開会・挨拶      埼玉県医師会 常任理事 松山 眞記子 

 

（１０:１０～１２：００） 

講   演 

  テーマ：「今後の医師のあり方、 

今までの医師生活を振り返って思う事」 

講 師：埼玉県医師会 理事 松本 郷 

 

交 流 会 先輩医師と学生、研修医の交流 

        ※女性医師支援検討委員会委員 

 

（１２：００～） 

懇   談 

 

（１３：００） 

閉   会 

 
 

主催：埼玉県医師会 共催：日本医師会 埼玉医科大学 埼玉県 

松山常任 松本理事



主催：埼玉県医師会 共催：日本医師会 埼玉県 埼玉医科大学

軽食をお配りいたします。
奮ってご参加ください。

問合せ＆参加申込み
埼玉県医師会 業務課 業務Ⅱ担当
さいたま市浦和区仲町3-5-1 

MAIL： info@saitama-joi.jp
T E L : 048-824-2611

令和６年度

医学生、研修医等をサポートするための会

研修が始まると
毎日の生活は
どうなるのかな？

女性医師の働き方に関心のある皆さん！

埼玉で研修医を
してます！

司会・進行 埼玉県医師会 理事 竹並 麗
1０:０0～
開 会・挨 拶

埼玉県医師会 常任理事 松山 眞記子

講 演 「今後の医師のあり方、
今までの医師生活を振り返って思う事」

埼玉県医師会 理事 松本 郷

交流会 先輩医師との交流
これからの医師生活や働き方など、不安や疑問に
思うことなど、先輩医師から直接お話を伺えます

懇 談

閉 会（1３:０0）

埼玉県で医師と
して働くって
どうですか？

参加費無料！

日時：２０２４年1０/１３（日）10：00〜
13：00
場所：埼玉医科大学 日高キャンパス C棟 30７ 日高市山根1397-1

プライベートも
勉強も充実させる
には？

mailto:info@saitama-joi.jp


 

令和６年度 女性医師支援・ドクターバンク連携 

関東甲信越・東京ブロック会議 次第 

 

               日 時：令和 6年 10 月 19 日（土）14 時～16 時 50 分 

            場 所：シャトレーゼホテル談露館 (2 階 山脈) 

司 会：山梨県医師会 担当理事 𠮷信 英子 

 

 １．開 会 

 

 ２．挨 拶 

     日本医師会  副会長  角田 徹 

     山梨県医師会 会 長  鈴木 昌則 

 

 ３．議 題 

    ①日本医師会女性医師支援センターからの報告事項について 

    ②各都県医師会医師バンク、女性医師支援取組等実績報告 

③働き方改革施行を受けて、女性医師にとっての働き方改革 

（タスク・シフト/シェア導入、男性育休、シニアドクターの活躍等について） 

④質疑・意見交換 

 

－休 憩－ 
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議 題 

 

②「医師バンクの取組状況や、女性医師支援の取組状況について」 

(実績報告、都県の状況や実施予定、課題等について) 

 

 

 

③「働き方改革施行を受けて、女性医師にとっての働き方改革」 

(タスク・シフト／シェア導入、男性育休、シニアドクターの活躍等について、 

実績報告、都県の状況や実施予定、課題等について) 

 

 

長野県医師会 

【議題②】 

＜医師バンクの取組状況＞ 

当会として、医師バンク事業を実施しておりません。 

県（行政）では、県庁内にドクターバンクを設置し、県内での就業を希望する医師に

対するきめ細かいコーディネート等により医師の確保を図っています（平成 19年度か

ら令和６年９月末までに 145 名が成約）。なお、女性医師も含めライフステージに応じ

た多様な就労支援も行っています。 

 

＜女性医師支援の取組状況＞ 

当会では、日本医師会女性医師支援センター事業（厚生労働省指定による補助事業）

の医学生・研修医等をサポートする会を開催し、女性医師支援、ライフワーク・バラン

ス、男女共同参画をテーマに医学生や研修医を対象に講演を実施しています。当会は全

会員の中で女性医師の占める割合が 15%と低く、男女共同参画の面でも女性医師の入会

促進は重要であると考えます。そのためには、女性医師が入会しやすい環境整備が必要

ですが、女性医師支援等を目的とした委員会の設置が出来ていない状況にあります。 

 県（行政）では、女性医師等が出産・育児を経験しながらも働き続けられるよう、働

き方やキャリア形成について考える「男女共同参画セミナー」を開催しています。また、

出産や育児等の事由により休職又は離職した女性医師等の円滑な医療現場への復職を

図るため、復職を支援するための医療技術等の研修を実施した医療機関に対して費用を

補助する「女性医師等復職支援研修事業補助金」の制度を設けています。 

 他県の取組状況を伺い、今後の参考とさせていただき、県と連携しながら女性医師支

援の取組を進めてまいりたい。 

 

【議題③】 

・タスク・シフト/シェア導入について 

 働き方改革による医療法等の改正により、１）長時間労働の医師の労働時間短縮及び

健康確保のための措置の整備等、２）各医療関係職種の専門性の活用、３）地域の実情
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に応じた医療提供体制の確保が求められております。また、労務管理の最適化の手段と

してタスク・シフト/シェアの取組も求められています。 

 医師の偏在指標によると、長野県全体の医師偏在指標は 219.9 で全国 36 位の「医師

少数県」に位置付けられており、また、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（調

査）」によると、2020 年の年代別の医療施設従事医師は 20 歳代・30 歳代の医師数は増

加しているものの、50 歳代の医師が全体の半数以上を占め、医師の高齢化が進んでお

ります。 

県（行政）では、令和６年度については、タスク・シフト等に資する研修を開催する

県内の医療関係職種の団体を対象として、研修会の開催に要する経費に対する補助事業

を実施予定であります。 

 他県の取組状況等を伺い、今後の参考とさせていただきたい。 

 

・男性育休について 

男性の育児休暇の取得については、法により定められた制度であり、男性が主体的に

育児・家事に関わることで、女性の雇用継続や医療現場への復職の一助となると考えま

す。本会としても県行政や関係機関と連携しながら、こうした制度の活用に係る周知を

図っていきたい。 

 

・シニアドクターの活躍について 

 働き方改革により労働時間の上限規制が導入され、医師の勤務時間が削減されること

により、医師が不足している医療機関では患者対応が難しくなります。特に、勤務間イ

ンターバルの確保については、常勤医師の拘束時間も長くなり負担も大きくなります。

医師の働き方改革や医師偏在に係る医師確保対策として、経験豊かなシニアドクターの

積極的な採用はその一助になると考えます。 

国で実施しております働き方改革施行後の調査等をもとにシニアドクターの導入に

ついて県と検討してまいりたい。 

 

茨城県医師会 

【議題②】 

＜医師バンクの取り組み＞ 

・茨城県：設置なし 

・茨城県医師会：設置なし 

茨城県が運営する茨城県地域医療支援センターでは、県内病院の医師求人情報をホーム

ぺージ「いばらきドクターズライフ」に掲載・紹介している。 

 

＜女性医師支援の取り組み＞ 

・茨城県医師会では、茨城県から茨城県医療勤務環境改善支援センター設置業務を受託

し、医業経営相談窓口と女性医師等就業支援窓口を設置・運営している。 

女性医師等就業支援窓口では、現役の女性医師に女性医師等就業支援アドバイザーを

委嘱する他、筑波大学（筑波大学附属病院女性医師看護師キャリアアップ支援システム）
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とも連携し、女性医師等の出産・育児等と勤務との両立を支援するための助言や復職・

キャリアアップのための技術研修病院の紹介等を行い、女性医師等の離職防止や再就業

の支援を図っている。 

平成３０年度に発行した Work&Life SupportGuide 女性医師応援ブックについては、

県内で広く活用しているが、現在時代に即した内容にするべく修正作業中である。全て

の働く医師に向けて発信出来るよう検討・周知していく予定である。 

また、医師向け県内病児保育の構築・利用を検討する県内病院への周知及びサポート

を行っており、今年度はより詳しく県内の状況を把握するため、対象医療機関にアンケ

ートを実施した。支援を必要としている医療機関には個別のサポートを実施している。 

 

【実績】 女性医師からの相談対応実績： R2-0 件、R3-0 件、R4-2 件、R5-2 件 

医師向け病児保育支援体制構築補助金を利用した医療機関（H30～R5）１１件 

【参考資料】筑波大学附属病院女性医師看護師キャリアアップ支援システム/女性医師応援ブック 

_p.13-14 

 

【議題③】 

・タスク・シフト/シェア導入について 

 働き方改革で、女性医師をサポートしていた男性医師の時間外削減が開始された。ま

た、タスク・シフト/シェア導入を検討するため県内の好事例等を収集する医療機関も

多い。医師全体の仕事量の削減が必要であり、他職種へのタスクシフトの他、シニアド

クターの積極的な活用を検討する必要があると考える。現在茨城県ではドクターバンク

の設置はないが、女性医師支援を中心としたドクターバンクを、シニアドクター支援も

見据えてさらに事業拡大すると良いのではないか。 

 

・男性育休について 

 茨城県内でも、男性育休取得を希望し３か月取得した医師の実例もあり、対応する管

理者の意識も変化しているように思われる。医師不足の茨城県において、性差を問わず

医師の勤務環境整備は必須である。昨年度主催した医療におけるダイバーシティ推進フ

ォーラムにおいて、男性育休取得、夫婦で協力してお互いに専門医取得をした医師など

の講演を行った。女性だけでなく、性別・年齢・健康状態等、ライフイベントに合わせ

た柔軟な働き方のサポートは今後の課題である。 

 

・シニアドクターの活躍について 

 茨城県・茨城県医師会としての取り組みは行っていないが、本会でのアンケート結果

（2022・2023 年度勤務医委員会答申）では、40～70 歳代医師のおよそ４割が退職後の

自身の生活について高く関心を持っていると回答していた。医師不足の本県において、

シニアドクターの活躍が医療人材確保、地域医療の充実に繋がるため、本会としても検

討を深めていきたい。 
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栃木県医師会 

【議題②】 

＜栃木県の取り組み＞ 

・ドクターバンク制度 

 地域医療及び救急医療体制の確保を図るため、義務年限を終了した地域枠医師等を県

内の公的医療機関等に引き続き派遣。 

 派遣期間：義務年限終了後、２年以内 

・女性医師等支援普及啓発事業（補助金交付） 

 医療機関等が仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備を行うことによ

り、女性医師や子育て世代の医師の離職防止や再就業の促進を図るもの。 

  補助対象事業者：基幹型臨床研修病院等 

  補助対象事業：①講演会等の開催、②相談窓口の設置 

・病院内保育所運営費補助事業 

 病院内保育施設の運営に要する経費を補助することにより、離職防止と再就職の促進

を図るもの。 

 

【議題③】 

・タスク・シフト/シェア導入について 

 病院でも診療所でも元々対応している。 

 

・男性育休について 

 数日～半年の対応例がある。 

 医師数が不足しているところ対応しており、病院は職場に残り頑張ってくれるドクタ

ーにシワ寄せが来て、頑張ってもらっていることが多い。 

 募集して増員できるものであれば助かるが、元々不足しており、困難であることが多

い。 

（県養成医師） 

 現在のところは、県養成医師が子の出生に合わせて１～２週間程度の取得事例あり。

（長期間の取得希望があった場合は、期間等を確認して配置等の相談をすることになる

と思われる。） 

 

・シニアドクターの活躍について 

 元々70 代 80 代のドクターも多数開業継続してくれている。 

 地域の休日夜間診療への協力は地区医師会により 70 歳～免除、75 歳～免除、辞退希

望者免除などで対応している。 

 

・その他 

 過疎地は平均年齢が上がる一方で課題も増える一方である。 
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群馬県医師会 

【議題②】 

医師バンクの取組状況について 

○当会として、医師バンクは設置しておらず、群馬県が平成 19 年から「群馬県ドクタ

ーバンク」の設置・運用している。 

○登録状況について（R6.8 月現在） 

登録医療機関 149 施設（求人件数：229 件）、登録医師 44 名 

登録医師は県外で働いており、将来的に群馬県で働きたいという方が先を見越して登

録をしているケースが多い。 

○成立実績について 

 運用開始からのマッチング件数は 25件であり、最後の成立は令和元年に 1 名で、令

和 2年度以降は 0件が続いている。年間の問合せは数件程度。 

○ドクターバンクの PR 方法について 

県のホームページや e-docter（医師の就職・転職情報サイト）への掲載、チラシ作成

等 

○ドクターバンク運営上の課題と新たな取り組みについて 

 医療機関と求職医師のマッチングに向けたフォロー体制の強化が必要。 

→令和 6年度に新たな取り組みとして、ドクターバンクの利用促進を図るため、医師

と医療機関を仲介する「ドクターバンクコーディネーター」(専属)を県医務課に配

置した。医師と医療機関の仲介支援のほか、事業の PR、医療機関からの情報収集を

強化し、引き続き、事業の一層の充実に向けて取り組んでいく。 

 

女性医師支援の取り組み状況について 

＜保育サポーターバンクについて＞ 

○当会では、子育て医師の離職を防ぎ、就業継続・女性医師のキャリアアップ支援とし

て、平成 24 年 5 月から「保育サポーターバンク」事業を運営している。 

○財源は地域医療介護総合確保基金を活用しており、利用医師に対し、利用料金の一部

を助成している。（平時：300 円／時間、時間外 500 円／時間） 

これまで、利用医師の負担額を据え置きとしたまま、保育サポーターの報酬（モデル

単価）が賃上げできるように群馬県へ基金の増額を要望していた。このたび、令和 6

年度予算が確保できたため、保育サポーターのモデル単価を 100 円賃上げすることが

できた。（平時：1,100 円／時間、時間外 1,300 円／時間） 

○登録状況（累計）（R6.9.20 現在） 

登録医師数…264 名 登録サポーター数…273 名 

○利用実績 令和 6年 8 月  利用医師数…51名 利用時間…1,108 時間  

 （令和 5 年度総利用時間は 16,902 時間） 

○今後の課題・取り組み 

 登録サポーターの増員  

→登録当時とライフスタイル等が変わったことに加え、高齢化によりサポートを控え
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る方も増えており、利用希望医師とのコーディネートに苦慮している。引き続き、

保育サポーター募集の周知を地域情報紙やラジオ、県の広報誌等を活用していく。 

 

＜群馬大学医学部附属病院 地域医療研究・教育センター（男女協働キャリア支援部門）

での取り組みについて＞ 

○群馬大学医学部附属病院にある、地域医療研究・教育センター内の男女協働キャリア

支援部門では、医師の復職を支援する「医師ワーク支援プログラム」を提供している。 

臨床現場を離れた医師が、通常業務に復帰するまでの再教育支援、また、継続的な高

度医療の知識・技術の習得を可能とするよう、各自の意向に沿った支援を行っている。

新規プログラム利用者や希望者に対しては、働き方や専門医取得に関するアンケート

を行い、個別面談（年 1 回程度）を実施している。 

 （R5 年度実績：年間利用医師数 51 名（男性 3 名・女性 48 名）、修了者数 6名） 

○取り組み状況について 

・令和 5 年度のプログラム利用者数は、過去最多であった。 

・開設以来のべ 150 名を超える医師が本プログラムを活用し、修了者の半数以上が常

勤医として復職している。復職先は群馬大学だけでなく、県内の他の医療機関へも

復職している。 

・利用者は育児のための一時的な利用だけでなく、介護や家庭的事情などを理由に利

用する方もいる。そのため、自己のスキル習得が完了しただけではなく、家庭での

悩み等を解消でき、自ら通常勤務に戻れることを判断し、修了者となる。 

 ・利用者の働き方としては、フル勤務に向けて、まずは半分の時間で勤務する、他病

院の医師が一時的に群馬大学で短期間勤務をする、などの事例がある。 

○取り組みにあたっての課題・問題点 

・医師によりキャリアに対する希望やご家族など支援体制も異なるため、所属診療科

や指導医との連携し、個別に丁寧な対応が必要。 

・医師夫婦も多く、復職後も女性側に育児や家事の負担が多い。 

 

※詳細については参考資料 1 をご参照ください 

 

【議題③】 

群馬大学医学部附属病院の働き方改革について 

１.診療体制としての見直しの例 

・会議、カンファレンス等の時間の変更  

働き方改革前：平日夕方から夜 → 働き方改革後：平日の通常勤務時間内 

・診療科によっては当直体制の見直しを実施  

働き方改革前：主直／副直 2名体制 → 働き方改革後：平日は主直のみ 

・当直明け業務の見直し 当直翌日はできる限り早く退勤 

・休日の当番制の導入  

働き方改革以前から導入していた診療科も多いが、働き方改革により、よりしっ 

かりと運用されるようになった印象 
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２.実際の生活の変化 

・カンファ等の時間が前倒しになることで拘束時間が減少し、子供のお迎えや一緒に

過ごせる時間を増やすことができる 

・当直回数の減少 

・休日に家庭の予定を入れやすくなった 

 

３.意識／文化の変化 

・勤務時間内／勤務時間外の概念の浸透 

  働き方改革前：仕事が片付くまでは、勤務時間にかかわらず職場にとどまるのが当

たり前 → 働き方改革後：勤務時間外になれば、個々の負担や都合に応じてチーム

の中で調整、または明日できることは明日に回す、など 

・時間になれば（できるだけ）帰る／帰ろうと努力することが、徐々に常識化 

  女性や子育て医師だけ特別扱いしてもらっているという引け目、心理的負担の軽     

  減 

・代休、有給、育休など、本来当然の権利である休みを「取りたい」と言い出しやす

い雰囲気になった（働き方改革以前は、代休取得は建前のみで、実際は通常通り勤

務しているような場合もみられていた） 

 

４.タスク・シフト／シェア 

・タスク・シフト／シェアについては、働き方改革以前から医療事務／医療アシスタ

ントの導入を進められていて、診断書作成等の業務負担は大分軽減している。 

 

５.男性育休 

・男性医師が育児休暇の取得を希望するケースが最近着実に増えている。 

 実績）外科：1 ヶ月の育休を取得（参考資料 2 p.2） 

救急科：第 1 子に 3ヶ月の育休、第 2 子に 3 ヶ月のパパ育休を取得 

（参考資料 2 p.3） 

    泌尿器科：過去一年間に 3 名の男性医師が育休を取得 

・令和 5 年度、医学系研究科ダイバーシティ推進委員会セミナーでは「育休のススメ」

と題して男性医師の育休取得について 3 名の医師による講演・パネルディスカッシ

ョンを実施。病院では開院以来、“初めて”男性医師の育休取得についての話題が

取り上げられ議論された。（参考資料 2 p.4） 

 

６．課題や問題点 

・実働できる医師が増えないこと 

当直明けには本来であればすぐ帰宅しなければならないが、外来、手術などの業務

を他の医師に任せられない場合に、少なくとも午前中だけあるいは日勤だけの形で

継続勤務しないと、業務が回らない。特に、医師の人数が少ない診療科、専門性の

高い領域などでは替わりの人員がそもそも不足しているため、制度設計通りの運用
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が難しい。 

・オフィシャルな会議やカンファレンスが昼間にシフトした結果、その間にできなか

った診療業務を勤務時間外（夕方や夜間）にしなければいけない場合がある。 

・経験やスキルの向上のために工夫が必要 

若手医師が研鑽を積むための時間が、従来ほど確保できない中で、これまで通り、

あるいはこれまで以上のスキルアップが図れる環境をどのように整備していくか

の課題がある。 

 

埼玉県医師会 

【議題②】 

●医師バンクの取組状況  

医師バンク（医師無料職業紹介事業）  

埼玉県医師会では、埼玉県と協力して「埼玉県総合医局機構」を設立し、医師確保事

業の一環として、就職・転職を希望する医師を埼玉県内の医療機関へ紹介する医師バン

ク事業を行っている。埼玉県内で就職・復職を希望する医師に登録いただき、求人登録

をしている医療機関に紹介する。求人側も、求職側も手数料等は一切かからない。 

（令和５年度求人：１０件 令和５年度求職：１件）  

また、埼玉県総合医局機構内に女性医師支援センターを設立、別途医師バンク同様の

事業を行っている。（令和５年度求人：２２件）  

  

ベテラン指導医の紹介  

「埼玉県総合医局機構」にて、応募のあった、医療機関の現場で指導を行うことがで

きるベテラン指導医（定年で病院・大学病院を退職した医師など）を、指導医の受け入

れを希望する医療機関へ紹介する事業を行っている。令和６年３月末現在、指導医派遣

事業に登録した医師は延べ３６名。  

  

●女性医師支援の取組状況  

平成２４年度から埼玉県より委託を受け、「埼玉県女性医師支援センター」を埼玉県

医師会において運営している。センターでは、就業・復職に関する相談への対応、育児

や介護支援の情報提供、復職研修のための研修機関の調整、県内の病院の勤務体制・求

人情報の提供、就職後の様々な相談への対応を行っている。  

なお、センター運営組織として、平成２４年度から埼玉県医師会に女性医師支援検討

委員会を設置している。（令和５年度相談件数：２６件）  

 

【議題③】 

埼玉県内の病院に「医師の働き方改革への対応」に関するアンケートを実施し、その

結果をまとめたので紹介します。  

回答してくださったのは大学病院以外の 13医療機関です。  
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・タスク・シフト/シェア導入について  

回答のあった 13 医療機関中、事例ありは７医療機関でした。  

具体的事例は、以下のとおりです。  

① 看護師：プロトコールに基づく薬剤の投与、採血、検査の実施、血管造影・IVR の

介助  

薬剤師：周術期における薬学的管理、病棟で週 2 回配薬セット  

診療放射線技師：放射線管理区域内での患者誘導  

② 医師事務作業補助者：各種書類の入力  

薬剤師：処方代行入力、内服薬分配  

救急救命士の採用：看護師の補助  

医療クラーク：看護師の補助  

③ 医療紹介等の書類作成の補助  

④ 医師事務作業補助者（４名）：診断書・介護認定主治医意見書を医師の指示のもとで

代行入力  

⑤ 事務員：書類代行入力  

⑥ 医師事務作業補助者（体制加算１，15 対１）  

救急救命士雇用 常勤３名、他非常勤  

薬剤師：入院時の持参薬処方の関与  

  

・男性育休について  

回答のあった 13 医療機関中、「制度があり」と回答があったのは 10 医療機関でした。

制度ありの回答内容は、「法令に準じて、就業規則を定めている」医療機関がほとんど

でした。具体的事例は、以下のとおりです。  

① 出産時育児休業、育児休業、時間外労働・深夜業の制限、育児短時間勤務、子の看

護休暇  

② 「産後パパ育休」及び「パパ・ママ育休プラス」にて対応。就業規則に明記してい

る。  

③ 育児参加休暇（５日間の範囲内、有給）、育児休業  

④ 他職種同様に「育児休業規定」が適用される  

⑤ 日本赤十字社育児休業規定に基づき就業規則に規定。  

性別や職種には限定されない、男性医師での修得はほとんど無かったが、救急科での修

得例が多くなってきている  

  

・シニアドクターの活躍について  

回答のあった 13 医療機関中、「事例あり」と回答があったのは８医療機関でした。 

具体的事例は、以下のとおりです。  

① 診療科・専門分野により検討  

② 年齢制限なく医師募集しているが、なかなか採用に至らない  

③ 常勤医師の２／３は６０歳以上でそのうち１名は７５歳以上  

④ 検診センターの医師としてシニアドクターを採用する予定  
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⑤ 大学の退職者を雇用  

⑥ 元職員の定年（一般医師で６５歳、院長７０歳）後の非常勤や常勤嘱託での雇用例

は多くある  

 

千葉県医師会 

【議題②】 

＊医師バンクの取組状況  

千葉県では、県からの委託を受け、NPO 法人千葉医師研修支援ネットワークに、 

・千葉県ドクターバンク 

 ・千葉県シルバードクターバンク 

 ・女性医師就業相談窓口 

が設置されております。千葉県医師会内にはドクターバンクはありません。 

 千葉県医師会は、令和２年度から４年度まで、日本医師会女性医師バンクのモデル事

業として、「日本医師会女性医師バンク千葉分室」を設置しておりました。 

 当時、日医女性医師バンクから千葉県内の医療機関(会員外含む)へ、千葉分室を設置

についてチラシ送付等で周知したため、モデル事業終了後も県内医療機関から求人につ

いての問い合わせがあります。その都度、日医女性医師バンクを紹介・登録方法の案内

を行い、コーディネーターへ連絡を入れております。また、併せて、千葉県ドクターバ

ンクを紹介しております。 

 求職や再研修・復帰等の相談連絡があった場合は、千葉県ドクターバンク、女性医師

就業相談窓口を紹介し、担当者へ申し送りをしております。 

 

＊女性医師支援の取組状況 

 令和５年度男女共同参画推進委員会の取り組み 

・なのはな交流会の開催 

千葉県医師会なのはな交流会は、「女性医師として働き続けるために、女性医師と共

に働き続けるためには」をメインテーマとして、県内大学病院のキャリア支援等の取り

組みについて発表していただいた後、医師会の取り組みや仕事等について講演し、ワー

ルドカフェスタイルにて意見交換をしております。参加者は、若手医師（臨床研修医、

専攻医、産休・育休中の医師、医学生等）のほか、指導医、委員会委員等となっており、

毎年、活発な意見交換を行い、医師会の仕事についても理解を深めていただく機会とな

っております。 

研修会や会議スタイルでは、若手医師の悩み、意見などを具体的に聞く機会が持てま

せんが、ワールドカフェスタイルということもあり、全員が意見を出し、気軽に発言し

ていただき、委員会委員や指導医などが自らの経験を話し、アドバイスしたり一緒に悩

んだり考えたりする機会となっております。ここで出た意見をもとに次年度の委員会事

業に反映することもあります。 

・男女共同参画懇談会の開催 

女性医師の就労支援、キャリアサポート、勤務整備等を目的として、年１回開催して 

おります。 
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令和５年度は、今までの女性医師メインのテーマを変更し、「医療機関における LGBTQ

への対応」をメインテーマとし、LGBTQ について判例事例を用いての説明、医療機関で

の対応、また、様々なハラスメント対策について講演を行いました。 

懇談会後には医学生、研修医等を含めた医師等により、女性医師のキャリア継続支援、

ハラスメントの実情や対策について意見交換を行い、交流を深めました。 

期間限定で YouTube 動画を掲載、医療機関での院内研修等で使用していただくなど、

県内医療機関管理者に活用していただきました。 

  

【議題③】 

・タスクシフト/シェア導入について 

 タスクシフト、シェアを導入している医療機関は増えているが、女性医師に特化して

導入しているケースは見受けられません。 

 医師事務作業補助者や特定看護師等の配置などが進められています。 

 

・男性育休について 

 大学病院から県内の病院に派遣されている医師より、「妻（医師）の出産後、育休を

取得したいと考えていたが、派遣先での勤務日数が規定に足りないため育休の取得は認

めるが出生時育児休業給付金は出ないと説明があった。給付金についてどうにかならな

いか。」という相談がありました。 

 社労士等に確認しましたが、給付金は出ないとのことでした。 

 大学病院等の医師が派遣される場合、こうしたケースが生じることがあります。女性

医師だけではなく、男性医師が育休取得を希望することも増えているため、今後の対策

について検討する必要があると考えます。 

 

・シニアドクターの活躍について 

 定年後も継続して勤務するよう、病院側が働きかけるケースが多くみられます。 

 研修病院では、新規にシニアドクターを採用するケースはないようです。 

 医師不足となっている地域で、シニアドクターに非常勤勤務などを斡旋できる仕組み

ができたらよいと思います。 

 

東京都医師会 

【議題②】 

・医師バンクについて  

本会では、医師バンクを設置していないため、お問い合わせがあった場合には日本医師

会等にご案内をしております。  

  

・女性医師支援の取り組みについて  

東京には 13 大学の医学部があり、それぞれに医師会が設置されております（1 大学の

み地域の医師会を通じて連携をしております）。  

本会は、「次世代医師・女性医師支援委員会」を設置しております。  
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委員の構成は、各大学において女性医師支援等に携わっております先生に参画いただい

ております。  

それぞれの大学・大学医師会において、さまざまな女性医師支援対策の活動等を報告し

てもらい、情報の共有をしております。  

また、一例でありますが、Ｊ大学においては「女性医師キャリア支援室」を設置して、

女性医師の勤務環境を整備するために短時間勤務制度の導入や病児保育室の設置、セミ

ナーや各種講演会等の開催の活動を行い、さらにワークライフバランスを実現するため

に、ライフステージにあった支援制度の拡充等についての取り組みを推進しております。

各大学においても、このような女性医師支援の取り組みを実践しております。 

【議題③】 

・タスク・シフト/シェア導入について  

各職種が専門性を発揮できる環境が整い業務全体の効率が向上します。医師や看護師の

業務負担が軽減され、過労を防止し、医療の質を保つことができますが、課題として、

タスクの移管に際して、職種間での役割分担や責任の明確化と新たな役割を担う職種に

対しての適切な教育や研修が必要となります。  

運営を円滑にするには、多職種が協力し合うチーム医療の体制整備が重要であり、現場

の医療従事者の意見を尊重し、実際の業務に即した形での実施が求められるかと思いま

す。  

  

・男性育休について  

医師として、男性育休を取得することは、個人と家族のために非常に有意義ですが、職

場との調整や経済的な準備が必要となってきます。制度を十分に理解いただき、周囲の

方々と協力・連携しながら計画的に進めることが重要になります。  

  

・シニアドクターの活躍について  

シニアドクターは、その豊富な経験と知識、患者さんとの信頼関係など、多くのメリッ

トを持っていますが、体力面の低下や最新技術への対応の難しさといったデメリットが

考えられます。  

シニアドクターの能力を最大限に活かしながら、若手の医師とのバランスを取ることが、

医療現場での成功の鍵になるかと思います。  

 

神奈川県医師会 

【議題②】 

≪医師バンクの取組状況≫  

県庁に医師バンク（かながわドクターバンク）を開設しているが、求職希望の医師と

医療機関との仲介はしていないため、ホームページ内の求人募集を見て求職者が直接、

就職希望の医療機関へ問い合わせしている。そのため、就業成立の件数や就職希望者数

などの把握できず、事業としての効果・検証はできていない。  

※参考：R6.8.29 現在の求人数 18 施設  
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≪女性医師支援の取組状況≫  

・本会では、令和４年度より女性医師等支援委員会を立ち上げ、郡市医師会のみならず、

県内４大学医学部、病院勤務医が委員となり、情報共有と交流の場になっている。 

今年度の委員会では、育児・介護等を頑張る医師に向けた本会による支援方法について

更に検討していく。  

・女性医師の就業支援については、日医の医師バンクやかながわドクターバンク（県庁）、

子育て世代向けに県内の病児保育が可能なベビーシッターや家事代行に関する情報を

県医師会のホームページで紹介している。  

・年１回、日本医師会女性医師支援センターとの共催で医学生、研修医をサポートする

ための会を開催し、今後のキャリア形成の参考となる研修会を行っている。  

 

【議題③】 

本会女性医師等支援委員会委員等が所属する病院の状況を報告します。 

・タスク・シフト/シェア導入について 

 ①入職時未就学児を有した３名の医師が９時 17 時の時短かつ週３-５の平日勤務に 

従事。お互いをカバーし 10数名程度の入院患者をそれぞれ担当している。一人は子

の成長とともに週５勤務となり病棟医長に昇格した。 

 

②タスクシェアが進めば、育児や介護などで時間外の業務への対応が難しい立場の医

師にも働きやすい環境、意識の醸成につながると考えている。 

 

 ③・チーム医療の徹底 

  ・当直・夜勤ができない制限勤務の女性医師に、土日祝日の日勤を担当してもらう

ことで、フル勤務者の負担を軽減。 

  ・週３日常勤待遇で、ワークシェアを実現。 

 

 ④・３か月に一度、タスクシフト/シェアについての会議を行っている。 

  ・診療事務作業補助者（メディカルコーディネーター）を導入している。 

  ・ナースプラクティショナーの育成、導入等を行っている。 

 

・男性育休について 

 ①今年度当院では該当者はなかった。非常勤医師でも妻の出産前後で２週間程度の 

 取得者がおり常勤でカバーしている。 

  

 ②まずは、配偶者の出産後に、男性医師が３日以上の有給休暇をとることからスター

トしている。育休を数か月しっかりとった常勤男性医師はまだ１人しかいない。 

 

 ③男性医師を中心に取得人数も育休期間も延びてきている。 
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・シニアドクターの活躍について 

 ①65 歳以上の常勤医師が３名おり、週４日勤務し２名は訪問診療のみ１名は病棟業

務のみという希望に沿った働き方をしている。 

 

 ②専門性を活かして大学病院の専門外来を担当いただいている。 

 

 ③特任教員制度があり、退職以降も続けて働く仕組みがあり実際働いている。 

 

・その他 

 ①まだ臨床経験を積みたい年齢あるいは収入の面において外勤を希望する大学院生 

なども一遍通りに働き方改革で制限を受けることに疑問を感じる。 

 子育て世代やシニア世代の登用は有用だが、当直や休日の勤務は免除されておりそ

れ以外の常勤の負担は増している。 

 

②病院勤務医は、まだ数が充足しているとは言い難く、様々な立場の医師が病院勤務

を続けられるようにダイバーシティーが進むことを期待している。人数の少ない科の

病院勤務医は時間内の業務が濃密であり、休憩時間がとれない、休暇が取りにくい、

急な休みへの対応が困難、などの問題があり、時間外労働時間だけでは評価できない

過重労働にも眼を向ける必要がある。 

 

③連携Ｂ水準に抑えることができる見込みは見えてきたが、その後のＡ水準レベルに

する方策は、全く見えていない現状がある。 

 

新潟県医師会 

【議題②】 

本会では平成 10 年 7 月にドクターバンク（無料職業紹介所）を開設し、続いて平成

19 年 4月にドクターショートサポートバンクを開設。医師の求人、求職の斡旋事業を

無料で行っている。 

当県の医師不足の状況を踏まえ、新潟県でも県外医師招聘事業（無料職業紹介）を実

施しているが、本会ドクターバンクでは、医師会員・非会員また、県内・県外の方を問

わず新潟県で就業をご希望の医師を対象に求職支援を行っている。 

ドクターショートサポートバンクについては、新潟県から当事業を受託し、主に病院

の宿日直や休日夜間診療所等に従事する医師の紹介支援等を行っており、短期間の地域

医療を支援するシステムとなっている。 

両事業とも希望条件にあった求人医療機関・求職者を本会職業紹介所にてご紹介し、

雇用契約が成立するまで双方に対して相談・マッチング対応を行っている。退職後も働

きたい方、休職後に復職したい方、地域医療に関心のある方等、女性医師に特化したも

のではなく幅広く対応している。 

なお、女性医師支援事業で転職・復職に関する相談を受けた際は、本会ドクターバン

ク事業と併せて対応している。 
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このほか令和３年２月より、ドクターバンク事業として医業承継についても支援実施。

こちらについては、閉院等で希望される会員から医療機関情報を会報等に掲載し、マッ

チングのみ実施している。 

 

令和５年度当会事業における求人・求職状況は以下のとおり。 

●ドクターバンク 

  ・求人 有効登録数 ９３件 (新規登録１６件、取消１１件)        

  ・求職 有効登録数 ２４名 (内 女性５名) (新規登録１４名、取消９名) 

  ・成立 １２件（内 女性２名）（昨年比 ＋５件） 

 

●ドクターショートサポートバンク 

  ・支援要請医療機関登録数 ２１件 

  ・支援医師登録数     １５名 (内 女性１名) 

  ・成立 １７７件（昨年比 ＋３１件） 

 

【議題③】 

・タスク・シフト/シェア導入について 

 医師の働き方改革に向けた取り組みとして、各病院においては医師と看護師はじめ他

の職種とのタスク・シフト/シェアが進められている。ただし、これらの取り組みは女

性医師に限ったものではないと思われるが、子育て期間における短時間勤務や宿直免除

のほか、短時間正規雇用を導入している病院もあると聞いている。 

 

・男性育休について 

 新潟県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男

性の育児休業取得に対する助成金をご用意しているが、賃金労働時間等実態調査として

県内の民間事業所を対象として行った調査では、2023 年度（22 年７月〜23 年６月）に

１日以上育児休業を取得した男性の割合は前年度の 27.7％から 6.0 ポイント増加し、

33.7％と初めて３割を超えたとされている。 

 ただし、同調査では新潟県内の 2900 事業所を対象として、有効回答は 1289 事業所、

回答率は 44.4％とされているが、新潟県内には 10 万以上の事業所があることを考える

と、全体が反映されているかには疑問があり、増加の気運があるとしても医療現場では

まだまだ少ないと思われる。 

 

・シニアドクターの活躍について 

 当県が医師不足という事情もあるためか、これまで定年後に公的病院から民間病院や

健診機関等で勤務する方などが多かったが、近年は公的病院でも定年延長により引き続

き勤務する医師も増えていると思われる。 
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山梨県医師会 

【議題②】 

これまで、県内では医師会によるドクターバンク事業は行われておらず、それに代わ

る有効なバンク事業も存在していなかった。現在、山梨県医師会では他県の先行事例を

参考に、ドクターバンクの立ち上げ準備を進めている。 
 求職者・求人施設ともに利用しやすく、実効性の高い「職業紹介事業」を構築するた

め、今年度中に県医師会事務局職員が「職業紹介責任者」の資格を取得する予定である。

運営母体は県医師会が担い、主にホームページ上で求人・求職情報を提供するほか、月

刊の医師会報や提携する動画サイト「カフェテリア」でも案内を行う予定。 
 まずは、一般的なドクターバンクからスタートし、事業が軌道に乗った段階で、他県

で行われている「ドクターショートサポートバンク」（休日診療や日当直対応）や「シ

ルバーバンク」（退職後の医師を対象とした事業）への拡大を目指す。これは、シニア

ドクターの活躍を促進する取り組みとも関連するものである。加えて、子育て世代支援

として「保育サポーターバンク」も並行して展開していきたい。 
 課題としては、求人施設のほとんどは医師会員である一方、求職者は医師会に未加入

の医師が多いと想定される点である。医師会員以外にいかに効果的かつ安全に情報を届

けるかが、ドクターバンク運営の鍵と考える。 
 さらに、今年度から新たに「医業承継事業」にも着手している。地銀の山梨中央銀行

と連携し、継承のニーズ把握や情報交換、周知活動、さらには開業後の経営相談などの

仕組み作りを進めている。 
 

【議題③】 

令和6年5月に行った県内の病院を対象に実施したアンケート調査および県立病院の

関係者などへのヒアリングに基づき、女性医師にとっての働き方改革の現状と課題をま

とめた。 
働き方改革施行に伴い、女性医師の働きやすさに対する取り組みは一部進展が見られ

るものの、現状では依然として多くの課題が残っていることが明らかになった。 
県立病院では、女性医師は全医師 252 名の約 1/4 を占めているが、働き方改革を契機

とした特段の待遇改善策は講じられていない。育児休暇の取得率や短時間勤務の利用は

依然として低く、令和 5 年度の育休取得者はわずか 3 名にとどまり、制度上の上限であ

る 36 ヶ月を大きく下回る短期間で復職している。また、小学校就学前の子どもを持つ

女性医師に対する深夜勤務や時間外勤務の免除制度は整備されているが、実際に利用さ

れた例は少なく、令和 6 年度には 2 名が時間外勤務免除を申請したに過ぎない。 
 NHO 病院の小児科女性医師の意見によれば、ＮＨＯ病院の小児科においては、多く

の小児科医が在籍しているため、産休や育休が取得しやすい環境である。一方、別の病

院の少人数の小児科では、産休・育休の取得が、十分にはできていない現状があり、大

学医局が人事を管理しているため、医師が産休や育休を取得すると他の医師に交代する

ことが多くある。このため、短期間で異動が繰り返され、同じ病院に戻ることが難しく

なることが問題となっている。また女性医師が育休を取得することが多く、スキルアッ
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プ・キャリアアップをしにくい状況に陥りがちであるため、サポート制度などが望まし

いと述べている。 
多くの病院で、産休や育休を取得した場合に代替医師の確保が難しく、医師不足が深

刻な地域では、当直や時間外勤務の免除制度があっても、それを補完する体制が整って

いない。このため、女性医師の勤務環境が改善されない状況が続いている。また、育児

中の医師が短時間勤務や休暇を取得すると、他の医師への業務負担が増加するという問

題もある。加えて、男性医師の育児休暇取得は依然として進まず、子育て世代全体の協

力体制の構築が課題となっている。 
 アンケート調査では、71％の病院でタスク・シフトが進展していないことが明らかに

なっており、その主な理由として、人材不足が半数を占めていた。 
以上のような状況から、女性医師や育児中の医師を支援するために、サポート体制の

整備、代替医師の確保や補助金の拡充が不可欠である。今後、職場風土の改革や、男性

医師の育休取得の促進が、育児世代の医師同士の協力体制を強化するために重要な要素

となるだろう。 
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次年度開催県について 

 

開催の順番については、都道府県番号順とする。 

ただし、事情による順番の交代は、双方の都県が納得できるのであれば、妨げないもの

とする。 

 

過去開催一覧 

開催年度 担当都県 開催年月日 形式 開催場所 

平成３０年度 東京都医師会 平成３０年７月２１日 対面 東京都医師会館 

平成３１年度・

令和元年度 
神奈川県医師会 令和元年５月２５日 対面 ホテルメルパルク横浜 

令和２年度 埼玉県医師会 中 止 

令和３年度 埼玉県医師会 令和３年９月１１日 web  

令和４年度 千葉県医師会 令和４年５月７日 対面 
浦安ブライトンホテル

東京ベイ 

令和５年度 新潟県医師会 令和５年１０月２１日 対面 
ANA クラウンプラザホ

テル新潟 

令和６年度 山梨県医師会 令和６年１０月１９日 対面 
シャトレーゼホテル 

談露館 

 

〇都道府県番号(参考) 
 

茨城県  ０８ 

栃木県  ０９ 

群馬県  １０ 

埼玉県  １１ 

千葉県  １２ 

東京都  １３ 

神奈川県 １４ 

新潟県  １５ 

山梨県  １９ 

長野県  ２０ 
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【講　　師】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系
皮膚科学講座　講師

小　川　 陽　一 おがわ　よういち ○

山梨大学大学院総合研究部医学域臨床検査医学　
教授

井　上 　克　枝 いのうえ　かつえ ○

【日本医師会】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

常任理事 松   岡　  かおり まつおか　かおり ○

常任理事 藤 　原　 慶　 正 ふじわら　よしまさ ○

女性医師支援センター課長 鷲　 尾　 剛 　司 わしお　たけし ○

女性医師支援センター主事役 平   山　 あゆみ ひらやま　あゆみ ○

女性医師支援センター
女性医師バンクコーディネーター

森 　作 　深　 幸 もりさく　みゆき ○

【長野県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

常務理事 前   澤          毅 まえざわ　つよし

総務課課長 金   井    智   弘 かない　ちひろ ○

総務課係 西   澤    美   咲 にしざわ　みさき ○

【茨城県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

副会長 間   瀬   憲多朗 ませ　けんたろう ○

常任理事 長　 田 　佳　 世 おさだ　かよ ○

男女共同参画委員会委員 瀬   尾   恵美子 せお　えみこ ○

調整課主任 橋   本   奈   苗 はしもと　ななえ ○

【栃木県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

常任理事 滝　 田　 純　 子 たきた　じゅんこ ○

常任理事 福　 田　 晴　 美 ふくだ　はるみ ○

地域医療課課長 徳　 原 　容　 之 とくはら　よしゆき ○

令和６年度　女性医師支援・ドクターバンク連携関東甲信越・東京ブロック会議

出 席 者 名 簿

(敬称略)
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【群馬県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

理事 今　 泉 　友　 一 いまいずみ　ともいち

総務課 髙　 橋　 知　 里 たかはし　ちさと

【埼玉県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

副会長 水   谷   元   雄 みずたに　もとお ○

常任理事 松   山   眞記子 まつやま　まきこ ○

理事 竹   並         麗 たけなみ　うらら ○

主幹 森   田   真   弓 もりた　まゆみ ○

【千葉県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

副会長 寺   田   俊   昌 てらだ　としまさ ○

理事 松   本   歩   美 まつもと　あゆみ ○

管理調整課係長 山   口   浩   子 やまぐち　ひろこ ○

【東京都】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

理事 落   合   和   彦 おちあい　かずひこ ○

広報学術課課長 井   上   浩   明 いのうえ　ひろあき ○

【神奈川県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

理事 久保田　　   　毅 くぼた　たけし ○

主任 神   原 　      聖 かんばら　せい ○

【新潟県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

理事 髙 　井　 和 　江 たかい　かずえ ○

理事 野 　神　 麗 　子 のがみ　れいこ ○

事務局次長 小 　林　 啓 　二 こばやし　けいじ ○

業務課係員 鈴   木   健   生 すずき　けんせい ○
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【山梨県】
役職名 氏名 ふりがな 懇親会

会長 鈴   木   昌   則 すずき　まさのり ○

副会長 松   澤    　   仁 まつざわ　ひとし ○

理事 隈   部   桂   子 くまべ　けいこ ○

理事 曽   根   順   子 そね　じゅんこ ○

理事 萩   野   哲   男 はぎの　てつお ○

理事 𠮷   信   英   子 よしのぶ　えいこ ○

理事 市   川   大   輔 いちかわ　だいすけ ○

事務局長 小田切   正   仁 おたぎり　まさひと ○

事務局次長 飯   室   正   史 いいむろ　せいし ○

総務課課長 大   芝   祐   二 おおしば　ゆうじ ○

総務課主任 小   池   裕   子 こいけ　ゆうこ ○

経理課主任 原   　   孝   文 はら　たかふみ ○

総務課主事 山   崎   真   奈 やまざき　まな ○
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令和６年度全国医師会勤務医部会連絡協議会 

プログラム 
 

日 時：令和６年 10 月 26 日(土) 10:00～17:30  会 場：ホテル日航福岡 ３階 都久志の間 

主 催：日本医師会 担 当：福岡県医師会 

総合司会：福岡県医師会常任理事 戸次 鎮史 

 

メインテーマ『勤務医の声を医師会へ、そして国へ～医師会の組織力が医療を守る～』 

 

[日 程] 

9:00～     受付開始 

 10:00～10:25  開  会 

         開会宣言  福岡県医師会副会長          平田 泰彦 

        挨  拶  日本医師会会長          松本 吉郎 

              福岡県医師会会長          蓮澤 浩明 

        来賓祝辞  福岡県知事            服部 誠太郎 

              福岡市長             高島 宗一郎 

10:25～11:00  特別講演Ⅰ「医師会のさらなる組織強化に向けて」 

              日本医師会会長          松本 吉郎 

              座長：福岡県医師会会長      蓮澤 浩明 

11:00～11:50  特別講演Ⅱ「2025 年を目前に考える地域医療構想のこれまでとこれから」 

       厚生労働省医政局医療安全推進・医務指導室長   松本 晴樹 

新潟県福祉保健部長   中村 洋心 

座長：福岡県医師会副会長   杉  健三 

11:50～12:05 報  告  「日本医師会勤務医委員会報告 

～勤務医のエンパワーメントを通した医師会の組織強化（２）～」 

              日本医師会勤務医委員会委員長   一宮  仁 

12:05～12:10 次期担当県挨拶      岩手県医師会会長    本間  博 

12:10～13:00 昼  食 

13:00～13:50 特別講演Ⅲ「医局改革大作戦―いかに新入医局員を５倍に増やしたか―」 

名古屋市立大学整形外科主任教授  村上 英樹 

座長：福岡県医師会副会長     平田 泰彦 

  

松山常任 武正理事



 

シンポジウム 共通テーマ『 組織力強化に向けた勤務医の意見集約と実現 』 

13:50～15:30 シンポジウムⅠ「様々な立場からの声」 

(各 20 分×４名＋討論 20 分) 

座長：日本医師会勤務医委員会委員長・福岡県医師会副会長   一宮  仁 

日本医師会勤務医委員会委員・香川県医師会副会長・香川県済生会病院病院長  若林 久男 

・【大 学 病 院】「大学病院改革と医師会」 
久留米大学病院病院長  野村 政壽 

・【基 幹 病 院】「基幹病院がかかえる問題とその対策」 
  国立病院機構九州医療センター広域災害・救命救急センターセンター長  野田 英一郎 

・【へき 地 医療】「へき地診療所の運営とへき地医療に携わる医師に求められる支援」 
公益社団法人地域医療振興協会飯塚市立病院内科科長  長澤 滋裕 

・【若 手 医 師】「日本とドイツの医療現場で感じたこと 全ての医師にとって働きやすい環境とは？」 
日本医師会ジュニアドクターズネットワーク国際担当役員        
         ・帝京大学医学部附属病院循環器内科  岡本 真希 

 

15:30～15:40 休  憩 

 

15:40～17:20 シンポジウムⅡ「働きたい病院：組織改革と業務改善」 

(各 20 分×４名＋討論 20 分) 

座長：福岡県医師会理事  横倉 義典 
福岡県医師会勤務医部会委員会副委員長・福岡市民病院副院長  平川 勝之 

・【地域医療構想】「統合による病院内の変化、地域医療の変化 
―乗り越えるべき問題は多いが、明るい未来も見えてくる―」 
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター企業長兼院長  宮地 正彦 

・【医 療 Ｄ Ｘ】「医療ＤＸの考え方と対応」 
九州大学大学院医学研究院医療情報学講座教授  中島 直樹 

・【周産 期 医療】「働き方改革で揺れる周産期母子医療センター」 
   国立病院機構小倉医療センター産婦人科部長  川上 浩介 

・【女 性 医 師】「働きたい職場をめざして」 
    福岡県医師会理事・ＪＣＨＯ久留米総合病院名誉院長  田中 眞紀  

 

 

 17:20      ふくおか宣言採択        福岡県医師会副会長   一宮  仁 

 17:25     閉  会                福岡県医師会副会長  杉  健三 

 18:00～20：00 懇 親 会 



ふくおか宣言 

 

我が国は、国民皆保険制度を礎として世界有数の長寿国を実現した。一方で長期にわたる

出生数の減少により、急激な人口減少を伴う深刻な少子超高齢社会を迎えた。 

大きく変貌するこれからの社会において、「すべての人に健康と福祉を」を理念とする医

療におけるＳＤＧｓ、すなわち誰もがいつでも等しく質の高い医療を享受できる制度と医

療提供体制を維持するために、医療制度が見直され、様々な医療政策が検討されている。す

でに地域医療構想、医師の偏在対策、働き方改革が三位一体改革と称して進められており、

医師臨床研修制度や専門医制度のみならず、自由開業制等にも改革の矛先が向いている。 

医師会の役割は、これらの医療政策に対し医師の使命感に基づいた適切な専門的提言を

することであり、医師会に、より多くの医師が結集し、医師の総意として国に届けることが

重要である。そのためには、医師の約４分の３を占める勤務医、特にこれからの医療を担う

若手医師が、生涯にわたり医師としての矜持とやりがいを保ち、充実した医療活動が送れる

社会の実現に向けて、開業医と協働で医師会活動に参画することが不可欠である。 

医師会がこれまで以上に勤務医の声をしっかりと受け止め、現場に反映する姿勢こそが、

若手医師の医師会事業への理解と帰属意識の醸成に繋がると期待する。 

医師が同じ目標に向かって団結し、質の高い日本の医療を将来的にも国民へ提供し続け

ることができる社会の実現を目指し、次のとおり宣言する。 

 

一.各地域において若手医師を含む勤務医の意見集約の場を設け、都道府県医師会ならびに

日本医師会との双方向の意思疎通と情報共有をもとに、ボトムアップによる政策への提

言の実現を目指す。 

 

一.医師会役員や医師会内外の会議・委員会委員に係る勤務医枠の拡大あるいは新設、勤務

医を対象とする研修会、講演会等の各種イベントの企画等を通じて、勤務医や若手医師の

医師会活動への参画を推進する。 

 

一.医学生や研修医等に対して初期教育の段階から、地域医療や公衆衛生の重要性、さらに

は医師会活動への正しい理解と信頼の醸成を図る。 

 

一.勤務医と国民に対し、時代に即したツールを活用した広報活動を展開し、医療情報・医

師会活動の発信に努める。 

令和６年 10 月 26 日 

全国医師会勤務医部会連絡協議会・福岡 
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小室常任



                               

第３２回 埼玉県子宮がん検診セミナー 

日時   令和６年１２月７日（土）午後２時～ 

場所   埼玉県県民健康センター２階大ホール 及び Web 

                               

  プ ロ グ ラ ム          
 受  付  （13:30～） 

 
総合司会   がん検診医会子宮がん検診部会 委員 宮本 純孝     
 
（14:00～） 

 開会の辞  が ん 検 診 医 会 子 宮 が ん 検 診 部 会 長    清 水   謙 
 挨  拶  埼 玉 県 医 師 会 会 長   金 井 忠 男 

   埼 玉 県 保 健 医 療 部 長   表     久仁和 
   が ん 検 診 医 会 長   登 坂 英 明 

 
 セミナー 特別講演（14:05 ～ 15:30）/合計 85 分 

 

 

テーマ『HPV 検査単独法による子宮頸がん検診 

～県内自治体での現在での状況と問題点について』 
 
座長  がん検診医会子宮がん検診部会  委員 髙倉  聡 
 
講師  がん検診医会子宮がん検診部会 部会長 

藤間病院 院長             清水  謙 先生 
 

 

テーマ『HPV 検査単独法による子宮頸がん検診について』 
 
座長  がん検診医会子宮がん検診部会 部会長 清水  謙 
 
講師  杏林大学医学部産科婦人科学教室准教授  森定  徹 先生 
 

 

 
 閉会の辞   がん検診医会子宮がん検診部会  委員 宮本 純孝 
 

                               
 

※日本医師会生涯教育講座（１単位・CC 11.予防と保健）です。 
※日本産婦人科医会研修受講シールを発行いたします（来場者のみ）。 
※日本専門医機構 学術集会参加１単位、産婦人科領域講習１単位（申請中） 

登坂常任



                               

第３９回 埼玉県乳がん検診セミナー 

日時   令和６年１２月７日（土）午後４時～ 

場所   埼玉県県民健康センター２階大ホール 及び Web 

                               

  プ ロ グ ラ ム          
 受  付 （15:30～） 

総合司会  がん検診医会乳がん検診部会委員   菅又 徳孝  

 

（16:00～） 

 開会の辞  が ん 検 診 医 会 乳 が ん 検 診 部 会 長    二 宮   淳  

 挨  拶  埼 玉 県 医 師 会 長                          金 井 忠 男 

   埼 玉 県 保 健 医 療 部 長   表     久仁和 

  が ん 検 診 医 会 長   登 坂 英 明 

 

メインテーマ『検診にむけた３Ｄマンモグラフィ 

（トモシンセシス）の活用』   
 教育講演 （16:05～16:50） 0.5 単位（C:11） 

座 長  がん検診医会乳がん検診部委員     廣瀬 哲也  

講演Ⅰ （16:05～16:20） 

『乳がん検診票および精検結果報告書の県内統一案について』 

講 師  こう外科クリニック院長・ 

がん検診医会乳がん検診部会副会長   洪   淳一 先生         
講演Ⅱ （16:20～16:50） 

『乳房超音波併用検診の行方と「ブレスト・アウェアネス」啓発  

～大宮医師会で検討してきていること～』 

講 師  新都心レディースクリニック院長 

がん検診医会乳がん検診部委員    甲斐 敏弘 先生               

 特別講演 （16:50～17:50） 1 単位（CC: 0） 

 

座 長  がん検診医会乳がん検診部会委員    山下 純男  

     

『乳房トモシンセシスの検診と臨床での有用性』 
講 師  国立病院機構 高崎総合医療センター副院長 

鯉淵 幸生  先生 

 
 閉会の辞  がん検診医会乳がん検診部会委員        菅又 徳孝     

                                   
※日本医師会生涯教育講座（1.5 単位）です。（CC： 11 、0 ） 

※日本専門医機構 学術集会参加１単位、産婦人科領域講習受講１単位 

※日本産婦人科医会の研修参加証はシール発行です。（来場者のみ） 



                               

第３８回 埼玉県肺がん検診セミナー 

日時  令和７年１月１１日（土）午後２時～ 

場所  埼玉県県民健康センター２F大ホール 及び Web 

                               
 

  プ ロ グ ラ ム          
 

 受  付  （13:30～） 

総合司会 がん検診医会肺がん検診部会副部会長 尾 関 雄 一 

（14:00～） 

 開会の辞  が ん 検 診 医 会 肺 が ん 検 診 部 会 長 中 山 光 男 

 挨   拶 埼 玉 県 医 師 会 長                        金 井 忠 男 

  埼 玉 県 保 健 医 療 部 長 表   久仁和 

  埼 玉 県 医 師 会 が ん 検 診 医 会 会 長 登 坂 英 明 
 

 講演Ⅰ（14：10～14：40） 

座長   がん検診医会肺がん検診部会委員  小 俣   香 

『 ＡＩを用いた胸部領域の画像診断 』 

講師   国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 医長 渡辺 裕一 先生 
 

 講演Ⅱ（14：40～15：10） 

座長   がん検診医会肺がん検診部会委員  水 谷 英 明 

『 肺がん薬物治療の進歩 』 

講師   さいたま赤十字病院 呼吸器内科 部長 

埼玉県医師会がん検診医会肺がん検診部会委員      松島 秀和 先生 
 

 講演Ⅲ（15：10～15：40） 

座長   がん検診医会肺がん検診部会部会長 中 山 光 男 

『 肺がん外科治療の進歩 』 

講師   埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 教授   河野 光智 先生 
 

 閉会の辞   が ん 検 診 医 会 肺 が ん 検 診 部 会 委 員 山 口 泰 弘 

 

                               

日本医師会生涯教育講座 

講演Ⅰ 0.5 単位（CC：9 医療情報）・講演Ⅱ 0.5 単位（CC：7 医療の質と安全）・講演Ⅲ 0.5 単位（CC：42 胸痛） 



                               

第２１回 埼 玉 県 肝 が ん セ ミ ナ ー 
日時  令和７年１月１１日（土）16:00～18:10 

場所  埼玉県県民健康センター２F 大ホール及び WEB 
                               

  プ ロ グ ラ ム          
 
 受  付  （15:30～） 

総合司会     がん検診医会肝がん検診部会委員   斎 藤 雅 彦 

 
（16:00～） 

 開会の辞  がん検診医会肝がん検診部会部会長          原 田 容 治 
 
 挨  拶  埼 玉 県 医 師 会 長   金 井 忠 男 

   埼 玉 県 保 健 医 療 部 長   表   久仁和 
   が ん 検 診 医 会 長   登 坂 英 明 

 
 パネルディスカッション （16:10～17:10） 

テーマ『肝がん薬物療法における多職種連携』 
 

座長  がん検診医会肝がん検診部会委員   高 橋   遍 
               がん検診医会肝がん検診部会委員   金 子 文 彦 

 

パネリスト（発表各 10 分、ディスカッション 10 分） 

① さいたま赤十字病院 肝・胆・膵内科 副部長   丸 田   享 

② 埼玉県立がんセンター がん看護認定看護師、副師長   宮 川 瑞 代 

③ 獨協医科大学埼玉医療センター 栄養部 管理栄養士   菅 原 美 和 

④ 埼 玉 医 科 大 学 病 院   薬 剤 部     豊 田 え り 

⑤ 戸 田 中 央 総 合 病 院   薬 剤 科     畠 山 朋 樹 

戸 田 中 央 総 合 病 院   臨 床検 査 科     塚 原   晃 

 
 

 特別講演  （17:10～18:10） 
 

座長  がん検診医会肝がん検診部会副部会長   持 田   智 

 
『肝癌診療ガイドラインの改訂を中心に』（仮） 

講師  東京大学大学院医学系研究科 臓器病態外科学 

肝胆膵外科、人工臓器・移植外科 教授   長 谷 川  潔  先生 
 
 
 閉会の辞  が ん 検 診 医 会 肝 が ん 検 診 部 会 副 部 会 長   水 谷 元 雄 

 
                               

日本医師会生涯教育講座（２単位）、 

カリキュラムコード（10 チーム医療、0 最新のトピックス・その他） 



                               

第３４回 埼玉県大腸がん検診セミナー 

日時   令和７年１月１８日（土）午後 2 時～ 

場所   埼玉県県民健康センター２階大ホール 及び Web 

                               

  プ ロ グ ラ ム         

 
 受  付  （13:30～） 

 

総合司会  がん検診医会大腸がん検診部会副会長  蓮 見 直 彦  

 

（14:00～） 

 開会の辞  が ん 検 診 医 会 大 腸 が ん 検 診 部 会 長  栗 原 浩 幸 

 挨  拶 埼 玉 県 医 師 会 長                         金 井 忠 男 

  埼 玉 県 保 健 医 療 部 長  表     久仁和 

埼 玉 県 医 師 会 が ん 検 診 医 会 長  登 坂 英 明 

 

テーマ『  AI を活用した大腸がん診断治療  』 

 

 セミナー・教育講演（14:05 ～ 14:35） 

 

演題『 大腸内視鏡ＡＩの現状 』 
 

座長  がん検診医会大腸がん検診部会委員  時 任 敏 基   
 

講師  サイバネットシステム 株式会社  
医療ビジュアリゼーション部 久 保 田 聖  様 

 

 

 特別講演（14：35 ～ 15：30） 

 

演題『 最新の大腸癌手術とＡＩの活用 』 
 

座長  がん検診医会大腸がん検診部会委員  桑 原  博   
 

講師  東京女子医科大学 外科学講座 消化管外科学分野 教授 山 口 茂 樹 先生 
 

 

 閉会の辞  がん検診医会大腸がん検診部会副会長  嶋 津  裕        
 

                               
 

※日本医師会生涯教育講座（１単位、CC：54 便通異常(下痢、便秘）） 



 
                               

第３２回 埼玉県胃がん検診セミナー 

日時  令和７年１月１８日（土）午後４時～ 

場所  埼玉県県民健康センター２階大ホール 及び Web 

                               

 

  プ ロ グ ラ ム           
 

 受  付 （15:30～） 

 

総合司会 埼玉県医師会がん検診医会胃がん検診部会副部会長   三 吉   博    

（16:00～） 

 開会の辞  埼玉県医師会がん検診医会胃がん検診部会長  竹 田 広 樹 

 

 挨  拶  埼 玉 県 医 師 会 会 長  金 井 忠 男 

    埼 玉 県 保 健 医 療 部 長  表   久仁和 

    が ん 検 診 医 会 会 長  登 坂 英 明 

 

メインテーマ『AI の活用も含めた見落としのない 

胃がん検診をめざして』   
 

 報  告 （16:05～16:35） 0.5 単位（CC: 11） 

座長  がん検診医会胃がん検診部会委員    渕上 博司 

 

『埼玉県における胃がん検診の現状』 

 

    講 師  埼玉医科大学 医学部医学教育学 教授     柴﨑 智美 先生 

 

 特別講演 （16:35～17:35） 1.0 単位（CC:12） 

 

座長  がん検診医会胃がん検診部会長      竹田 広樹 

 

『胃内視鏡検診の現状とＡＩの活用』 

 

講 師  がん研究会有明病院健診センター 健診センター長   

中島 寛隆先生 

 

 

 

 閉会の辞  埼玉県医師会がん検診医会胃がん検診部会委員     内田 信之        

 
                               

※日本医師会生涯教育講座（１.5 単位・CC：11、12）です。 



                                 健寿第 ８３４－１号  

                                 令和６年１０月２４日 

 

 

一般社団法人埼玉県医師会 

    会長 金井 忠男 様 

 

 

                                 埼玉県保健医療部長      

表 久仁和 

                                     （公印省略） 

 

                                  

       「１か月児及び５歳児健康診査研修会」開催の周知について（依頼） 

 

 母子保健事業の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 このたび、標記研修会を下記のとおり、動画配信により開催いたします。 

 つきましては、貴会管下郡市医師会及び会員等へ周知していただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 研修会の名称 「１か月児及び５歳児健康診査研修会」 

  

２ 開催目的 

  国庫補助要件に該当する健康診査内容の周知を図り、県内全市町村において早期に健康診査を

実施できる体制を整えることを目的に研修会を開催します。 

（令和６年度中に国庫補助事業として健康診査を実施する県内市町村は、１か月児健康診査は

１１自治体、５歳児健康診査は６自治体にとどまっております。） 

 

３ 実施方法 

  埼玉県限定公開セミナー動画チャンネル（YouTube）による動画配信 

 

４ 対象者等 

  県内の医療機関で１か月児健康診査又は５歳児健康診査を担当している（又は担当する予定）   

 の医師等 

 

５ プログラム内容（当該健康診査における問診や診察のポイント等） 

（１）講  義 １か月児健康診査 

   講  師 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 教授 是松聖悟氏 

   配信時間 約１５分 

 

（２）講  義 ５歳児健康診査 

   講  師 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 教授 是松聖悟氏 

   配信時間 約３５分 

 

髙木常任



６ 動画配信について 

 （１）配信期間 

    令和６年１０月２４日から令和７年２月２８日まで  

 （２）参加費用 

    無料。ただし、動画視聴にかかる通信料等は、視聴される方の御負担となります。 

 （３）視聴方法 

    申込み不要。 

    以下 URL から、配信期間内に御視聴ください。    

    https://www.youtube.com/playlist?list=PL2YQY4dBDsIyUw6NkaFXTHnC69KBC-fpp 

 

    URL は、視聴者を限定し周知しておりますので、関係者以外の視聴は不可となります。 

    動画視聴には、YouTube 動画を視聴できる端末及びインターネット環境が必要です。 

    動画の録画・録音・撮影及び資料の二次利用、詳細内容の SNS 等へ投稿は、固くお断りい 

   たします。 

 

７ 共催  一般社団法人埼玉県医師会 

 

８ 講義内容補足 

①１か月児健康診査、5歳児健康診査の問診票や健康診査票は、市町村によって様式が異なる予定 

  です。 

 ②１か月児健康診査 

 〇新生児聴覚検査について 

   新生児聴覚検査の助成券は、市町村から交付されます。新生児聴覚検査の助成券の有効期間は、 

 交付した市町村に住所を有する期間であり、かつ、原則対象者の生後１か月までです。ただし、検 

 査を実施していない医療機関で出生した場合や、未熟児など特別な配慮が必要な児については、 

 医師の判断により生後６か月に達する日まで有効と、実施要領に定められております。 

 〇先天性代謝異常等検査（以下：新生児マススクリーニング検査）について 

埼玉県では、国（こども家庭庁）が実施する「新生児マススクリーニング検査に関する実証事 

業」に参加し、令和６年９月から、さいたま市を除く県内の分娩取扱施設で出生した全新生児を 

対象に、新たに２疾患の検査を実施することとしました。この事業は、これまで20の疾患を対象 

に行っていた新生児マススクリーニング検査に、新たに２つの疾患（脊髄性筋萎縮症〔SMA〕・重 

症複合免疫不全症〔SCID〕）を検査対象に追加するために実証を行うものです。埼玉県内（さい 

たま市を除く）にある医療機関、助産院で出生した場合は、追加した２疾患についても無料で検 

査を受けることができます。採血料等は自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

                        担  当 母子保健担当 朝井 

                     Ｔ ＥＬ ０４８（８３０）３５６１ 

                       Ｆ ＡＸ ０４８（８３０）４８０４ 

 E-mail a3570-09@pref.saitama.lg.jp  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2YQY4dBDsIyUw6NkaFXTHnC69KBC-fpp
mailto:a3570-09@pref.saitama.lg.jp


産業医委嘱事業場各位 令和６年度

（埼玉県医師会が確認者である産業医委嘱契約書を交わしている）

保険契約者 一般社団法人埼玉県医師会

加入対象者
産業医委嘱契約書により産業医と

委嘱契約を締結された事業場

保険期間
令和7年1月1日午後4時から

令和8年1月1日午後4時までの1年間

申込締切日 令和6年12月11日（水）

お支払方法 同封の振込用紙でのお振込（一時払）

一般社団法人 埼玉県医師会

髙木常任



産業医が自宅を出て事業場で産業医として業務に従事し、自宅に帰るまでの間に急激
かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。

（１）死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガがもとで事故の発生の日から
その日を含めて１８０日以内に死亡された場合に死亡・後遺障害保険金額の全額をお
支払いします。

（２）後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガがもとで事故の発生の日から
その日を含めて１８０日以内に後遺障害が生じたとき、その程度に応じて死亡・後遺障
害保険金額の４％～１００％をお支払いします。

（３）入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院１日につき入院
保険金日額をお支払いします（１，０００日限度）。

（４）手術保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または
診療所において以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた
手術は入院保険金日額の１０倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の５倍を
お支払いします。ただし、１事故につき１回の手術にかぎります。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として

列挙されている手術
②先進医療に該当する手術

（５）通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガについて医師の治療を受けた
場合、事故の発生の日からその日を含めて１，０００日以内の通院（往診を含みます。）
の日数に対して、９０日を限度として通院１日につき通院保険金日額をお支払いします。

２．保険金が支払われる場合

各事業場が産業医と委嘱契約を締結する際に取り交わす「産業医委嘱契約書」では、
産業医が職務遂行中に受けた傷害事故について事業場が補償することが明記されて
います。
この事業場側の補償に伴う負担を軽減して、災害補償が確実かつ円滑に行われるよう、
１９９８年１月より契約者を一般社団法人埼玉県医師会とする『産業医傷害保険制度
（傷害総合保険）』が発足しました。
したがいまして、この保険は各事業場と産業医の委嘱契約を締結している医師が被保

険者となります。

１．産業医傷害保険制度の目的について
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●死亡保険金、後遺障害保険金は合計して保険期間を通じて加入者証記載の保険

金額が限度となります。

当制度の保険金の種類・保険金額は以下のとおりです。

※保険金のお支払方法など重要な項目は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、

必ずご参照ください。

３．保険金が支払われない主な場合

○保険契約者・被保険者・保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失に
よる事故

○自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
○無資格運転・酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転が

できないおそれがある状態での運転による事故
○地震、噴火またはこれらによる津波
○疾病・脳疾患・心神喪失などによる事故
○戦争・暴動などによる事故（テロ行為を除きます。）
○頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等で医学的他覚所見のない

もの など

保 険 金 額支払われる保険金の種類

７，６００万円死亡・後遺障害保険金額

３０，０００円入院保険金（日額）

２０，０００円通院保険金（日額）

入院中の手術：３０万円・外来の手術：１５万円手術保険金

４．保険料

当制度のプランは年間活動予定日数に応じた、４プランとなります。保険料は以下
のとおりです。

保険期間１年間 職種級別A級 就業中のみの危険補償特約セット
団体割引１０％ 一時払

８，７６０円年間活動予定日数１５日以内

１３，６４０円年間活動予定日数３０日以内

１９，５８０円年間活動予定日数６０日以内

２５，２２０円年間活動予定日数９０日以内
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◆１事業場あたり１産業医につき



＊活動予定日が９０日を超えるものについては、本保険の対象とはなりませんので、
別途お問い合わせください。

＊１産業医１口までとし、加入時の被保険者（産業医）の人数でご加入いただきます。
＊団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。

次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

（１）保険契約者 一般社団法人埼玉県医師会
（２）加入対象者の範囲 産業医委嘱契約書により産業医と委嘱契約を締結された

事業場
（３）被保険者の範囲 各事業場と委嘱契約を締結された産業医

（埼玉県医師会会員にかぎります。）
（４）お手続き方法 同封の加入依頼書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ埼玉

県医師会宛にご返送ください。
（５）保険料のお支払方法 同封の振込用紙で、保険料のお振込みをお願いします。

（一時払）
※お振込先

締 切 日 （必着・着金日）令和６年１２月１１日 （水） ＜担当：管理課 医事・福祉担当＞

※後日、加入者(事業場）宛に加入者証を送付させていただきます。発送は２月中旬

頃の予定です。

埼玉りそな銀行 さいたま営業部 普通 3632972 （社）埼玉県医師会

６．募集要項

５．保険期間

令和 ７年 １月 １日 午後４時から 令和 ８年 １月 １日 午後４時までの１年間

７．中途加入について

（１）中途からのご加入につきましても随時受け付けております。
（２）毎月２０日締切（加入依頼書必着・保険料着金）、翌月１日から令和８年１月１日

午後４時までのご加入となります。
（３）中途加入の場合でも、産業医としての年間活動日数に応じた一時払保険料となり

ます。

８．中途解約について

（１）中途脱退につきましても随時受け付けております。
※なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはございません。

９．中途変更について

（１）中途での産業医交替につきましても随時受け付けております。
※ご加入窓口の埼玉県医師会管理課医事・福祉担当までご連絡ください。

（６）申込締切日
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■商品の仕組み ： この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたもの
です。

■保険契約者 ： 一般社団法人埼玉県医師会

■保険期間 ： 令和７年１月１日午後４時から１年間
＊保険期間の中途でご加入する場合は随時受け付けております。

中途加入の場合の保険期間は、毎月２０日までの受付分は翌月１日
（２０日過ぎの受付分は翌々月１日）から令和８年１月１日午後４時までとなります。

■申込締切日 ： 令和６年１２月１１日（水） ＊中途加入の場合は毎月２０日締切

■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等 ：
引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しております
ので、ご確認ください。

●加入対象者 ： 産業医委嘱契約書により産業医と委嘱契約を締結された事業場

●被保険者 ： 各事業場と委嘱契約を締結された産業医（埼玉県医師会会員）

●お支払方法 ： 令和６年１２月１１日（水）までに同封の振込用紙で、保険料のお振込
をお願いします。（一時払）

●お手続方法 ： 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の埼玉県医師会
までご返送ください。

（注）ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、
職種級別表をご確認ください。

●中途加入 ： （１）中途からのご加入につきましても随時受け付けております。
（２）毎月２０日締切（加入依頼書必着・保険料着金）、

翌月１日から令和８年１月１日午後４時までのご加入となります。
（３）中途加入の場合でも、産業医としての年間活動日数に応じた

一時払保険料となります。

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。

また、ご加入の際には、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
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お手続き方法ご加入対象者

添付の加入依頼書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、
ご提出いただきます。

新規加入者の皆さま

添付の加入依頼書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、
ご提出いただきます。
※継続加入を行わない事業場さまにつきましては、提

出不要です。

既加入者の皆さま



被保険者が、日本国内または国外において、業務に従事中（その職業または職務に従事
している間（通勤途上を含みます。））に、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といい
ます。）によりケガ（※）をされた場合に、保険金をお支払いします。
（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激
に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

「急激かつ偶然な外来の事故」について

■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生
するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的
間隔のないことを意味します。

■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶
然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。

■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】

●中途脱退 ： この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の埼玉県医師会
管理課 医事・福祉担当までご連絡ください。
脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはございませんのであらか
じめご了承願います。

●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。
次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんの
でご了承ください。

■満期返れい金･契約者配当金 ：
この保険には、満期返れい金･契約者配当金はありません。
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用語のご説明

補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】（続き）

用語 用語の定義

【先進医療】
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技
術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホーム
ページをご覧ください。（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

【通院】
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具
等の受領等のためのものは含みません。

【入院】 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

【治療】
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治
療をいいます。
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その他ご注意いただきたいこと

保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。

保険金をお支払いできない主な場合保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合

後遺障害
保険金

入院
保険金

手術
保険金

事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、１日に
つき入院保険金日額をお支払いします。

入院保険金の額＝入院保険金日額 × 入院日数（1,000日限度）

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が
生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支払いしま
す。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保
険金額を限度とします。

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合
（4％～100％）

通院
保険金

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での

運転または麻薬等により正常な運転が
できないおそれがある状態での運転

④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行

為（※1）を除きます。）、核燃料物質等に
よるもの

⑧地震、噴火またはこれらによる津波
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち

症」）、腰痛等で医学的他覚所見（※2）の
ないもの

⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳
登はん、ロッククライミング（フリークライ
ミングを含みます。）、登る壁の高さが５
ｍを超えるボルダリング、航空機操縦

（職務として操縦する場合を除きます。）
ハンググライダー搭乗等の危険な運動
を行っている間の事故

⑪自動車、原動機付自転車等による競技、
競争、興行（これらに準ずるものおよび
練習を含みます。）の間の事故

など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的
もしくは宗教・思想的な主義・主張を
有する団体・個人またはこれと連帯
するものがその主義・主張に関して
行う暴力的行為をいいます。

（※２）「医学的他覚所見」とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見を

いいます。

死亡
保険金

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場
合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金
をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額

傷
害

（
国
内
外
補
償
）

事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①また
は②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につ
き1回の手術にかぎります。
なお、１事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に
受けた手術の場合＞の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙さ
れている手術（※１）

②先進医療に該当する手術（※２）

（※１）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な
整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術

（※２）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部
または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

＜入院中に受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍）

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以
内の通院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。
ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払
いしません。

（注１）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、
肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等（※）を常時
装着したときはその日数について通院したものとみなします。

（※） ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定する
ことができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コル
セット、サポーター等は含みません。

（注２）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって
も、重複して通院保険金をお支払いしません。

通院保険金の額＝通院保険金日額 × 通院日数（事故の発生の日から1,000日
以内の90日限度）

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html


ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

（※）「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、
交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に
対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
＊告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、

ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。

●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認
手続きが必要です。

３．ご加入後における留意事項（通知義務等）

●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業を就かれた場合または職業を
やめられた場合を含みます。）は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保
ジャパンまでご通知いただく義務（通知義務）があります。

■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算
により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険
金を削減してお支払いすることがあります。

■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にか
かわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますの
で、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生していると
きであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いで
きません。

１．クーリングオフ

この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

２．ご加入時における注意事項（告知義務等）

●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項

となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知

義務）があります。
（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによっ

て損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等（※）の加入状況

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）力士その他これらと同程度ま
たはそれ以上の危険を有する職業

●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャ
パンまでご通知ください。
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●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知くだ
さい。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を
返還または請求します。

●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。



ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）（続き）

必要となる書類

事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類

傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および
損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類

必要書類の例

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償
事故の場合

死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療
費領収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業
損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など
②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合

修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等
営業状況を示す帳簿（写） など

保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類

②

③

被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類

損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類

保険の対象であることが確認できる書類

公の機関や関係先等への調査のために必要な書類

売買契約書（写）、保証書 など

同意書 など

示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、相手の方からの領収書、承
諾書 など

他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など

⑥

⑦

④

⑤

① 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等
からの原因調査報告書 など

４．責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
＊中途加入の場合は、加入依頼書および保険料が毎月２０日までに埼玉県医師会に到着したものは

翌月１日（２０日過ぎの受付分は翌々月１日）に保険責任が始まります。

５．事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。

事故の発生の日からその日を含めて３０日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部を
お支払いできないことがあります。

●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してくださ
い。

＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることが
できます。
お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償

内容を変更させていただくことがあります。 あらかじめご了承ください。

＜重大事由による解除等＞

●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力

団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、

保険金をお支払いできないことがあります。

＜他の身体障害または疾病の影響＞

●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重

くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
（注１）事故の内容またはケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等に

ご協力いただくことがあります。
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を

満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて３０日以内に、損保

ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその
確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
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８．保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の

継続が困難となり、法令に定める手続に基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお

約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削除されることがあり

ます。

この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した

場合は、以下のとおり補償されます。

（１）保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月

までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。

（２）保険期間が１年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の９割（注）までが補償されます。

（注）保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約につい

ては、追加で引き下げとなることがあります。

９．個人情報の取扱いについて

○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。

○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱

う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲

で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。

また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に

対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）

の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定しま

す。

個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン

公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャ

パンまでお問い合わせください。

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

６．保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認

ください。

７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。

なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。

（注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分に

ついてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が

死亡された場合において、一括払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の

保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その

保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）（続き）

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご

家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わす、

ご加入の保険証券等をご確認ください。
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□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益

となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

３．お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

職種級別

Ａ級

Ｂ級

※１ オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。） 、モーターボー
ト競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。

※２ プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

職業・職種

下記以外

木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。） 、採鉱・採石作業者、自動車
運転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、 「性別」は正しいですか。

□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきまし
たか。

□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いし
たりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。

内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。

２．ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約

□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法

□満期返れい金・契約者配当金がないこと

【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入
いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
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●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の
代理業務を行っております｡したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､
引受保険会社と直接契約されたものになります｡

●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡しして
おります約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）でご参照
ください（ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●加入者証は大切に保管してください。また、３か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会
ください。

●取扱代理店 有限会社埼玉メディカル

〒３３０-００６２ さいたま市浦和区仲町３－５－１

TEL ０４８-８２３-９２３０ ： FAX ０４８-８２２-８５１５

（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 埼玉中央支店法人支社

〒３３０-０８５４ さいたま市大宮区桜木町４－８２－１

TEL ０４８-６４８-６０１０ ： FAX ０４８-６４８－６０１１

（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

●団体窓口 一般社団法人埼玉県医師会 管理課 医事・福祉担当

（書類送付先） 〒３３０-００６２ さいたま市浦和区仲町３－５－１

TEL ０４８-８２４－２６１１ ： FAX ０４８-８２２-８５１５

（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

●保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害

険協会と手続実施基本契約を締結しています。

損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うこ

とができます。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター

〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕０５７０－０２２８０８＜通話料有料＞

受付時間：平日の午前９時１５分から午後５時まで（土・日・祝日・年末年始は休業）

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/）

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡くだ

さい。

【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０ （受付時間：２４時間３６５日）

問い合わせ先 （保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）

（SJ24-07196 2024/09/25）

https://www.sompo-japan.co.jp/
https://www.sonpo.or.jp/

